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愛媛県青少年保護条例（昭和４２年愛媛県条例第２０号）第５条第２項の規定に基づき、次の図書類等を青少年の健全な育成を阻害するおそ

れのある図書類等として指定する。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

図書類等

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 不健全な図書類等の指定…………………………………………………１１９

○ 化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基

準……………………………………………………………………………１２１

○ 医療機関の指定……………………………………………………………１５０

○ 介護機関の指定……………………………………………………………１５０

○ 施術機関の指定……………………………………………………………１５０

○ 指定医療機関の廃止の届出………………………………………………１５０

○ 介護機関（居宅介護事業者）の指定……………………………………１５０

○ 介護機関（居宅介護支援事業者）の指定………………………………１５１

○ 介護機関（介護予防事業者）の指定……………………………………１５１

○ 指定介護機関（居宅介護事業者）の変更（２件）……………………１５２

○ 指定介護機関（特定福祉用具販売事業者）の変更……………………１５２

○ 指定介護機関（介護予防事業者）の変更（２件）……………………１５３

○ 指定介護機関（特定介護予防福祉用具販売事業者）の変更…………１５３

○ 指定介護機関（居宅介護事業者）の廃止の届出………………………１５３

告 示

種 別 番 号 名 称 号別又は発行年月日 発 行 者 指定の理由

図 書 ２３‐００１ ザ・ベストＭＡＧＡＺＩＮＥ ＯＲＩＧＩＮＡＬ 平 成２４年 ３ 月 号 Ｋ Ｋ ベ ス ト セ ラ ー ズ 著しく性的感情を刺

激し、青少年の健全

な育成を阻害するお

それがある。

〃 ２３‐００２ ＤＭＭ 平成２４年１月２１日発行 株式会 社 ジ ー オ ー テ ィ ー

〃 ２３‐００３ 特選べっぴん若妻 平 成２４年 ３ 月 号 株 式 会 社 サ ン デ ー 社

〃 ２３‐００４ ＮＡＯ ＤＶＤ 平成２４年３月１日発行 三 和 出 版 株 式 会 社

〃 ２３‐００５ ニャン２倶楽部Ｚ 平成２４年２月１日発行 株 式 会 社 コ ア マ ガ ジ ン

〃 ２３‐００６ スーパー写真塾 平成２４年３月１日発行 株 式 会 社 コ ア マ ガ ジ ン

〃 ２３‐００７ 今夜だけはあなたの女になりたいの ２０１１年１２月２５日発行 三 和 出 版 株 式 会 社

〃 ２３‐００８ すんごい美女限定！極上ＯＬ ＳＴＹＬＥ Ｖｏｌ．１５ ２０１２年２月１６日発行 株 式 会 社 コ ア マ ガ ジ ン

〃 ２３‐００９ 妹萌えラブ ２０１１年１２月２５日発行 株式会 社 ブ レ イ ン ハ ウ ス

〃 ２３‐０１０ ＹＯＵ ～幼～ ＹＵＺＵ 柚子 ２０１２ 年 １ 月 １９ 日 株 式 会 社 オ ー ク ス

〃 ２３‐０１１ ＷＩＦＥ 寒椿 ワイフ・カンツバキ ２０１２年１月２０日発行 富 士 美 出 版 株 式 会 社

○ 指定介護機関（介護予防事業者）の廃止の届出………………………１５４

○ 指定障害福祉サービス事業者の指定……………………………………１５４

○ 指定障害福祉サービス事業を行う事業者の所在地の変更……………１５４

○ 指定相談支援事業者の指定………………………………………………１５５

○ 保安林の指定施業要件を変更する旨の通知……………………………１５５

○ 建設業者の営業の停止命令………………………………………………１５５

○ 港湾施設の概要……………………………………………………………１５６

○ 愛媛県証紙売りさばき人の指定の取消し………………………………１５６

○ 道路の区域変更（一般国道１９４号）……………………………………１５６

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………１５７

○ 道路の区域変更（県道壬生川新居浜野田線）…………………………１５７

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………１５７

○ 指定道路の指定（２件）…………………………………………………１５７

公 告

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告………………１５８

毎週（火・金）曜日発行 第２３４６号 平成２４年２月２８日

平成２４年２月２８日火曜日 第２３４６号

愛 媛 県 報

１１９



〃 ２３‐０１２ ガチパン パイパンガチハメＭＡＸ ｖｏｌ．２ ２０１２ 年 １ 月 １９ 日 株 式 会 社 オ ー ク ス

〃 ２３‐０１３ 美少女アニメパーフェクトガイド ＴＨＥ ＢＥＳＴ ２０１２年１月２５日発行 マイウ ェ イ 出 版 株 式 会 社

〃 ２３‐０１４ ＣＯＭＩＣペンギンクラブ山賊版 平成２４年２月１日発行 辰 巳 出 版 株 式 会 社

〃 ２３‐０１５ 漫画ボン 平 成２４年 ２ 月 号 株 式 会 社 大 都 社

〃 ２３‐０１６ ＣＯＭＩＣ ＬＯ ２０１２年３月２１日発行 株 式 会 社 茜 新 社

〃 ２３‐０１７ Ｃｏｍｉｃ人妻熟女ざかり 平成２４年１月２１日発売 株式会 社 メ デ ィ ア ッ ク ス

〃 ２３‐０１８ 背徳人妻 火遊び失楽園 ２０１２ 年 ２ 月 １ 日 株 式 会 社 ぶ ん か 社

〃 ２３‐０１９ 愛の体験ｓｐｅｃｉａｌデラックス ２０１１年１２月２８日発行 株 式 会 社 竹 書 房

〃 ２３‐０２０ ＤＶＤルージュ 平成２４年２月１日発行 サ ニ ー 出 版 株 式 会 社

ＤＶＤ ２３‐０２１ イカせ痴漢トランス 風間ゆみ Ｓ Ｍ Ａ － ３０１ 株 式 会 社 マ ル ク ス 兄 弟

〃 ２３‐０２２ Ａクラスモデル１２人の超過激なセックス Ｅトコどり
総集編 ＳＩＬＳＰＥ－００２ ｓ ｉ ｌ ｖ ｉ ａ

〃 ２３‐０２３ お姉さんが癒してあげる～やさしく囁かれて～ Ｍ Ｏ Ｙ － ０１ 桃 猫 の 手

〃 ２３‐０２４ 鬼畜凌辱メス調教 紅葉紅葉 Ｎ Ｗ Ｆ － ００４ 株式会社ワンズファクトリー

〃 ２３‐０２５ 狂乱 中出し狂ｖｏｌ．４ Ｄ Ｋ Ｉ Ｓ － ０４ 寄 精 注

〃 ２３‐０２６ 巨乳痴漢○秘劇場 禁断の課外実習 Ｔ Ｓ Ｄ Ｖ －６００１５ 「巨乳痴漢○秘劇場」制作委員会

〃 ２３‐０２７ 近親相姦 父に犯（中出し）される姉妹 未成熟な姉
妹を犯す鬼畜親父 Ｊ Ｕ Ｍ Ｐ － ２２５９ 下 品 屋

〃 ２３‐０２８ 決して許されない行為 娘（マリ）の友達と援交する
４８歳の父 Ｍ Ｔ Ｅ Ｄ － ００７ 変 態 エ ロ 父 隊

〃 ２３‐０２９ ＴＨＥ猥褻職場 制服痴女ＯＬ 三浦亜沙妃 Ｎ Ｗ Ｆ － ０３９ 株式会社ワンズファクトリー

〃 ２３‐０３０ 社長秘書は痴女 淫語とゴックンの誘惑 大空あかね Ｗ Ｆ － １９０ 株式会社ワンズファクトリー

〃 ２３‐０３１ ＪＫ・女子校生の放課後 センズリお手伝い 手コキ
編� Ｊ Ｋ Ｆ Ｉ － ００１ Ａ Ｆ Ｒ Ｏ Ｆ Ｉ Ｌ Ｍ

〃 ２３‐０３２ 女子大性活 ＶＯＬ．０２ Ｄ Ｇ Ｊ － ０２ 春 風 堂

〃 ２３‐０３３ 新 性感アロマ隠撮 Ｓ Ａ Ｔ Ｄ － １ Ｓ Ａ Ｊ Ｉ

〃 ２３‐０３４ 前略宮崎家様 禁断なる変態一族 Ａ Ｖ － ０２ Ｓ ｏ ｕ ｔ ｈ Ｐ ｏ ｒ ｔ

〃 ２３‐０３５ 溜池ゴローのうれごろ日記 玉置まりあ Ｍ Ｉ － ０１５ ミ ル

〃 ２３‐０３６ 痴漢ファック・イン電車【コレクション】 Ｄ Ｖ Ｒ － ３８ 株式会 社 ワ イ ル ド サ イ ド

〃 ２３‐０３７ 中出し了解 大塚咲 Ｎ Ｎ Ｎ － ０１５ オ プ ス

〃 ２３‐０３８ ＢＡＮＱＵＩＳＨ４７ Ｂ Ａ Ｎ － ０４７ Ａ Ｖ Ａ Ｎ Ｔ Ｇ Ａ Ｒ Ｄ Ｅ

〃 ２３‐０３９ 美人で評判！！憧れの隣の奥さん２ Ｋ Ｂ Ｔ Ｏ － ０３ 黒 猫 の 手

〃 ２３‐０４０ 本番高級デリヘル嬢 ＶＯＬ．０４ 小鳥遊恋 Ｖ Ｉ Ｐ Ｓ － ０４ ビ ッ プ ス
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�愛媛県告示第２３８号
水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号。以下「防止法」という。）第４条の５第１項及び第２項の規定に基づき、化学的酸素要求量、

窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準を次のとおり定め、平成２４年５月１日から施行し、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん

含有量に係る総量規制基準（平成１９年６月愛媛県告示第１１２８号）は、平成２４年４月３０日限り廃止する。ただし、同年５月１日以後に特定施

設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量を除く特定排出水の量に係る�、�、�、�、�、�、�、�、	及び
の値に
係る業種その他の区分及びその区分ごとの値については、同日から平成２６年３月３１日までの間は、なお従前の例による。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 化学的酸素要求量に係る総量規制基準

� 適用する工場又は事業場

適用する工場又は事業場は、瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。以下「特別措置法」という。）第５条第１項に

規定する区域のうち、愛媛県の区域内の特定事業場で、１日当たりの平均的な排出水の量が５０立方メートル以上のもの（以下１におい

て「指定地域内事業場」という。）とする。

� 総量規制基準

化学的酸素要求量に係る総量規制基準は、次の表の中欄に掲げる指定地域内事業場の区分ごとに同表の右欄に掲げる式により算出さ

れる汚濁負荷量とする。

１

昭和５５年７月１日前に設置されている指定地域内事業場（同日以後新たに指定地域内事業場となった工場

又は事業場のうち、同日前に特別措置法第５条若しくは第８条の規定による許可の申請又は防止法第５条

若しくは第７条の規定による届出（以下「許可の申請等」という。）がされたものを含む。）（次項に掲

げるものを除く。）

�＝�・�×１０－３

２

昭和５５年７月１日以後許可の申請等がされ、当該許可の申請等に係る特定施設（指定地域特定施設を含む。

以下同じ。）が設置され、又は特定施設の構造等が変更された指定地域内事業場及び当該特定施設の設置

又は構造等の変更により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場（同日前に許可の申請

等がされたものを除く。）（次項から２２の項までに掲げるものを除く。）

�＝（�・＋�・�＋�・�）
×１０－３

３

水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令（昭和５６年政令第３２７

号。以下「昭和５６年改正政令」という。）の施行により昭和５７年７月１日前に新たに指定地域内事業場と

なった工場又は事業場（昭和５６年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又

は事業場のうち、同日前に許可の申請等がされたものを含む。）（次項に掲げるものを除く。）

�＝�・�×１０－３

４

昭和５６年改正政令の施行により昭和５７年７月１日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

（昭和５６年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日

前に許可の申請等がされたものを含む。）のうち、同日以後許可の申請等がされ、当該許可の申請等に係

る特定施設が設置され、又は特定施設の構造等が変更されたもの及び昭和５６年改正政令の施行により同日

以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場（同日前に許可の申請等がされたものを除く。）

�＝（�・＋�・�＋�・�）
×１０－３

５

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令（昭和５７年政令第１５７号。以下「昭和５７年改正政令」という。）

の施行により昭和５８年１月１日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場（昭和５７年改正政令

の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に許可の申請等が

されたものを含む。）（次項に掲げるものを除く。）

�＝�・�×１０－３

６

昭和５７年改正政令の施行により昭和５８年１月１日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

（昭和５７年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日

前に許可の申請等がされたものを含む。）のうち、同日以後許可の申請等がされ、当該許可の申請等に係

る特定施設が設置され、又は特定施設の構造等が変更されたもの及び昭和５７年改正政令の施行により同日

以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場（同日前に許可の申請等がされたものを除く。）

�＝（�・＋�・�＋�・�）
×１０－３

７

水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令（昭和６３年政令第２５２

号。以下「昭和６３年改正政令」という。）の施行により平成元年４月１日前に新たに指定地域内事業場と

なった工場又は事業場（昭和６３年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又

は事業場のうち、同日前に許可の申請等がされたものを含む。）（次項に掲げるものを除く。）

�＝�・�×１０－３

８

昭和６３年改正政令の施行により平成元年４月１日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

（昭和６３年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日

前に許可の申請等がされたものを含む。）のうち、同日以後許可の申請等がされ、当該許可の申請等に係

る特定施設が設置され、又は特定施設の構造等が変更されたもの及び昭和６３年改正政令の施行により同日

以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場（同日前に許可の申請等がされたものを除く。）

�＝（�・＋�・�＋�・�）
×１０－３

９
水質汚濁防止法施行令等の一部を改正する政令（平成２年政令第２６６号。以下「平成２年改正政令」とい

う。）の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場（次項に掲げるものを除く。）
�＝�・�×１０－３

１０

平成２年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成３年４月１

日以後許可の申請等がされ、当該許可の申請等に係る特定施設が設置され、又は特定施設の構造等が変更

されたもの及び平成２年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

�＝（�・＋�・�＋�・�）
×１０－３
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備考 この表の右欄に掲げる式において、�、�、�、�、�、�、�、�及び	は、それぞれ次の値を表すものとする。
� 排出が許容される汚濁負荷量（単位 １日につきキログラム）

� 指定地域内事業場が属する別表第１業種その他の区分の欄に掲げる区分ごとに同表化学的酸素要求量�の欄に掲げる化学的酸
素要求量（単位 １リットルにつきミリグラム）

� 特定排出水（排出水のうち、指定地域内事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であって、専ら冷却用、減

圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。以下同じ。）の

量（単位 １日につき立方メートル）

� 指定地域内事業場が属する別表第１業種その他の区分の欄に掲げる区分ごとに同表化学的酸素要求量�の欄に掲げる化学的酸
素要求量（単位 １リットルにつきミリグラム）

� 指定地域内事業場が属する別表第１業種その他の区分の欄に掲げる区分ごとに同表化学的酸素要求量�の欄に掲げる化学的酸
素要求量（単位 １リットルにつきミリグラム）

� �と同じ値（単位 １リットルにつきミリグラム）

� 平成３年７月１日（１２の項にあっては同年１０月１日、１４の項にあっては平成９年１２月１日、１６の項にあっては平成１０年６月１７

日、１８の項にあっては平成１２年３月１日、２０の項にあっては同年１０月１日、２２の項にあっては平成１３年７月１日）以後に特定施

設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量（同日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特

定排出水の量）（単位 １日につき立方メートル）

� 昭和５５年７月１日（４の項にあっては昭和５７年７月１日、６の項にあっては昭和５８年１月１日、８の項にあっては昭和６３年１０

月１日、１０の項にあっては平成３年４月１日）から平成３年６月３０日までの間に特定施設の設置又は構造等の変更により増加す

る特定排出水の量（同期間に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量（�を除く。））（単位 １

日につき立方メートル）

	 特定排出水の量（�及び�を除く。）（単位 １日につき立方メートル）

２ 窒素含有量に係る総量規制基準

１１
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令（平成３年政令第２４０号。以下「平成３年改正政令」という。）

の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場（次項に掲げるものを除く。）
�＝�・�×１０－３

１２

平成３年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成３年１０月１

日以後許可の申請等がされ、当該許可の申請等に係る特定施設が設置され、又は特定施設の構造等が変更

されたもの及び平成３年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

�＝（�・�＋�・	）×１０－３

１３

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成９年政令第２６９号。以下「平成９

年改正政令」という。）の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場（次項に掲げるも

のを除く。）

�＝�・�×１０－３

１４

平成９年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成９年１２月１

日以後許可の申請等がされ、当該許可の申請等に係る特定施設が設置され、又は特定施設の構造等が変更

されたもの及び平成９年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

�＝（�・�＋�・	）×１０－３

１５
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令（平成１０年政令第１７３号。以下「平成１０年改正政令」という。）

の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場（次項に掲げるものを除く。）
�＝�・�×１０－３

１６

平成１０年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成１０年６月１７

日以後許可の申請等がされ、当該許可の申請等に係る特定施設が設置され、又は特定施設の構造等が変更

されたもの及び平成１０年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

�＝（�・�＋�・	）×１０－３

１７
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令（平成１１年政令第４１２号。以下「平成１１年改正政令」という。）

の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場（次項に掲げるものを除く。）
�＝�・�×１０－３

１８

平成１１年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成１２年３月１

日以後許可の申請等がされ、当該許可の申請等に係る特定施設が設置され、又は特定施設の構造等が変更

されたもの及び平成１１年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

�＝（�・�＋�・	）×１０－３

１９

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令（平成１２年政令第３９１号。以下「平成

１２年改正政令」という。）の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場（次項に掲げる

ものを除く。）

�＝�・�×１０－３

２０

平成１２年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成１２年１０月１

日以後許可の申請等がされ、当該許可の申請等に係る特定施設が設置され、又は特定施設の構造等が変更

されたもの及び平成１２年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

�＝（�・�＋�・	）×１０－３

２１
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令（平成１３年政令第２０１号。以下「平成１３年改正政令」という。）

の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場（次項に掲げるものを除く。）
�＝�・�×１０－３

２２

平成１３年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成１３年７月１

日以後許可の申請等がされ、当該許可の申請等に係る特定施設が設置され、又は特定施設の構造等が変更

されたもの及び平成１３年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

�＝（�・�＋�・	）×１０－３
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� 適用する工場又は事業場

適用する工場又は事業場は、水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第２第３号ルに掲げる区域内の特定事業場で、１

日当たりの平均的な排出水の量が５０立方メートル以上のもの（以下「指定地域内事業場」という。）とする。

� 総量規制基準

窒素含有量に係る総量規制基準は、次の表の中欄に掲げる指定地域内事業場の区分ごとに同表の右欄に掲げる式により算出される汚

濁負荷量とする。

備考 この表の右欄に掲げる式において、�、�、�、�、�、�及び�は、それぞれ次の値を表すものとする。
� 排出が許容される汚濁負荷量（単位 １日につきキログラム）

� 指定地域内事業場が属する別表第２業種その他の区分の欄に掲げる区分ごとに同表窒素含有量�の欄に掲げる窒素含有量（単
位 １リットルにつきミリグラム）

� 特定排出水の量（単位 １日につき立方メートル）

� 指定地域内事業場が属する別表第２業種その他の区分の欄に掲げる区分ごとに同表窒素含有量�の欄に掲げる窒素含有量（単
位 １リットルにつきミリグラム）

� �と同じ値（単位 １リットルにつきミリグラム）

� 平成１４年１０月１日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量（同日以後に設置される指定地域内

事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量）（単位 １日につき立方メートル）

� 特定排出水の量（�を除く。）（単位 １日につき立方メートル）

３ りん含有量に係る総量規制基準

� 適用する工場又は事業場

適用する工場又は事業場は、指定地域内事業場とする。

� 総量規制基準

りん含有量に係る総量規制基準は、次の表の中欄に掲げる指定地域内事業場の区分ごとに同表の右欄に掲げる式により算出される汚

濁負荷量とする。

備考 この表の右欄に掲げる式において、�、	、
、�、�、及び�は、それぞれ次の値を表すものとする。
� 排出が許容される汚濁負荷量（単位 １日につきキログラム）

	 指定地域内事業場が属する別表第３業種その他の区分の欄に掲げる区分ごとに同表りん含有量�の欄に掲げるりん含有量（単
位 １リットルにつきミリグラム）


 特定排出水の量（単位 １日につき立方メートル）

� 指定地域内事業場が属する別表第３業種その他の区分の欄に掲げる区分ごとに同表りん含有量�の欄に掲げるりん含有量（単
位 １リットルにつきミリグラム）

� 	と同じ値（単位 １リットルにつきミリグラム）

 平成１４年１０月１日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量（同日以後に設置される指定地域内

事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量）（単位 １日につき立方メートル）

� 特定排出水の量（を除く。）（単位 １日につき立方メートル）

１
平成１４年１０月１日前に設置されている指定地域内事業場（同日以後新たに指定地域内事業場となった工場

又は事業場のうち、同日前に許可の申請等がされたものを含む。）（次項に掲げるものを除く。）
�＝�・�×１０－３

２

平成１４年１０月１日以後許可の申請等がされ、当該許可の申請等に係る特定施設が設置され、又は特定施設

の構造等が変更された指定地域内事業場及び当該特定施設の設置又は構造等の変更により同日以後新たに

指定地域内事業場となった工場又は事業場（同日前に許可の申請等がされたものを除く。）

�＝（�・�＋�・�）×１０－３

１
平成１４年１０月１日前に設置されている指定地域内事業場（同日以後新たに指定地域内事業場となった工場

又は事業場のうち、同日前に許可の申請等がされたものを含む。）（次項に掲げるものを除く。）
�＝	・
×１０－３

２

平成１４年１０月１日以後許可の申請等がされ、当該許可の申請等に係る特定施設が設置され、又は特定施設

の構造等が変更された指定地域内事業場及び当該特定施設の設置又は構造等の変更により同日以後新たに

指定地域内事業場となった工場又は事業場（同日前に許可の申請等がされたものを除く。）

�＝（�・＋�・�）×１０－３
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別表第１（１関係）

整

理

番

号

業種その他の区分

�
�
��

化学的酸素要求量
�
�
��

単位 １リットル

につきミリグラム 備 考

� � 	

２ 畜産農業 ７０ ７０ ６０

３ 天然ガス鉱業 ６０ ６０ ６０

４ 非金属鉱業 ２０ ２０ ２０

５ 部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業 ５０ ４０ ３０

６ 乳製品製造業 ３０ ３０ ２０ 平成８年９月１日以後に特定施設の設置又は構造等の変更

により増加する特定排出水の量（特定施設の設置又は構造

等の変更により同日以後新たに指定地域内事業場となった

場合にあっては、特定排出水の量）を除く特定排出水の量

（以下「平成８年９月１日前の特定施設に係る量」とい

う。）にあっては、化学的酸素要求量	の欄の値は、３０と

する。

７ 畜産食料品製造業（前２項に掲げるものを除

く。）

４０ ４０ ３０

８ 水産缶詰・瓶詰製造業 ４０ ４０ ３０

９ 寒天製造業 ８０ ８０ ８０

１０ 魚肉ハム・ソーセージ製造業 ５０ ３０ ２０

１１ 水産練製品製造業（前項に掲げるものを除

く。）

４０ ３０ ２０

１２ 冷凍水産物製造業 ３０ ３０ ２０

１３ 冷凍水産食品製造業 ４０ ４０ ３０

１４ 水産食料品製造業（整理番号８の項から前項

までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵

品製造業を含む。）

４０ ４０ ３０

１５ 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 ６０ ３０ ３０

１６ 野菜漬物製造業 ４０ ４０ ３０

１７ 味そ製造業 ７０ ７０ ３０

１８ しょう油・食用アミノ酸製造業 ７０ ７０ ４０

１９ うま味調味料製造業 ２０ ２０ ２０

２０ ソース製造業 ３０ ３０ ３０

２１ 食酢製造業 ４０ ４０ ３０

２２ 砂糖精製業 ４０ ４０ ３０

２３ ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業 ５０ ５０ ３０

２４ 小麦粉製造業 ３０ ３０ ３０

２５ パン製造業 ３０ ３０ ２０

２６ 生菓子製造業 ４０ ４０ ３０

２７ ビスケット類・干菓子製造業 ４０ ４０ ３０

２８ 米菓製造業 ４０ ４０ ４０

２９ パン・菓子製造業（整理番号２５の項から前項

までに掲げるものを除く。）

４０ ４０ ３０

３０ 植物油脂製造業 ４０ ４０ ３０

３１ 動物油脂製造業 ４０ ４０ ３０

３２ 食用油脂加工業 ４０ ４０ ３０
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３３ ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造

業

１１０ １００ ９０

３４ 穀類でんぷん製造業 ５０ ５０ ４０

３５ 麺類製造業 ３０ ３０ ３０

３７ 豆腐・油揚製造業 ３０ ３０ ３０

３８ あん類製造業 ６０ ６０ ４０

３９ 冷凍調理食品製造業 ５０ ２０ ２０

４０
そう

惣菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの ３０ ３０ ３０

４１ 清涼飲料製造業 ３０ ２０ ２０

４２ 果実酒製造業 ３０ ３０ ３０

４３ ビール製造業 ３０ ３０ ３０

４４ 清酒製造業 ３０ ３０ ３０

４５ 蒸留酒・混成酒製造業 ３０ ３０ ２０

４６ インスタントコーヒー製造業 ２０ ２０ ２０

４７ 配合飼料製造業 ２０ ２０ ２０

４８ 単体飼料製造業 ２０ ２０ ２０

４９ 有機質肥料製造業 ２０ ２０ ２０

５０ たばこ製造業 ３０ ２０ ２０

５１ 生糸製造業（副蚕糸精練業を含む。） ３０ ３０ ３０

５５ 繊維工業（整理番号５１の項に掲げるもの及び

衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以

下この表において同じ。）で整毛工程に係る

もの

８０ ８０ ７０

５７ 繊維工業で麻製繊工程に係るもの ９０ ９０ ９０

５８ 繊維工業で毛織物機械染色整理工程（のり抜

き、精練漂白、シルケット加工その他の染色

整理工程に付帯して行われる加工処理工程

（以下この表において「染色整理工程付帯加

工処理工程」という。）を含む。）に係るも

の

４０ ４０ ３０

５９ 繊維工業で織物機械染色整理工程（染色整理

工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの

（前項に掲げるものを除く。）

８０ ８０ ８０

６０ 繊維工業で織物手加工染色整理工程（染色整

理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るも

の

９０ ９０ ９０

６１ 繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程（染色

整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係る

もの

６０ ５０ ５０

６２ 繊維工業でニット・レース染色整理工程（染

色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係

るもの

５０ ５０ ５０

６３ 繊維工業で繊維雑品染色整理工程（染色整理

工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの

９０ ９０ ８０

６４ 繊維工業で不織布製造工程に係るもの ７０ ７０ ６０

６５ 繊維工業でフェルト製造工程に係るもの ４０ ４０ ４０

６６ 繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物

製造工程に係るもの

４０ ４０ ４０
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６７ 繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るも

の

４０ ４０ ４０

６８ 繊維工業（整理番号５５の項から前項までに掲

げるものを除く。）

３０ ３０ ３０

６９ 一般製材業又は木材チップ製造業 ４０ ４０ ４０

７１ 合板製造業（集成材製造業を含む。）又はパ

ーティクルボード製造業

３０ ３０ ３０ 接着機洗浄水を循環するものにあっては、化学的酸素要求

量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、１０、１０、１０と

する。

７５ 木材薬品処理業 ２０ ２０ ２０

７６ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

溶解パルプ製造工程に係るもの

７０ ７０ ６０

７７ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

サルファイトパルプ製造工程に係るもの

６０ ６０ ６０

７８ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

グランドパルプ製造工程、リファイナーグラ

ンドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパ

ルプ製造工程に係るもの

５０ ５０ ５０

７９ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未

さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るも

の（次項に掲げるものを除く。）

１４０ １３０ １２０

８０ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

さらしケミグランドパルプ製造工程（前工程

の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含

む。）又はさらしセミケミカルパルプ製造工

程（前工程の未さらしセミケミカルパルプ製

造工程を含む。）に係るもの

８０ ８０ ８０

８１ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの

（次項に掲げるものを除く。）

６０ ５０ ４０

８２ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

さらしクラフトパルプ製造工程（前工程の未

さらしクラフトパルプ製造工程を含む。）に

係るもの

７０ ７０ ６０ 精選工程においてドラム型洗浄機を使用しているものに

あっては、化学的酸素要求量�の欄の値は、８０とする。

８３ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの

（次項に掲げるものを除く。）

６０ ６０ ５０

８４ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパル

プ製造工程（前工程の離解工程を含む。）に

係るもの

９０ ９０ ８０

８５ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ

製造工程に係るもの

１００ １００ ７０

８６ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

グランドパルプ、リファイナーグランドパル

プ又はサーモメカニカルパルプを主原料とす

る洋紙製造工程（前工程のグランドパルプ、

リファイナーグランドパルプ又はサーモメカ

ニカルパルプ製造工程を有するものに限

る。）に係るもの

５０ ４０ ４０
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８７ パルプ製造業、洋

紙製造業又は板紙

製造業で洋紙製造

工程に係るもの

（前項に掲げるも

のを除く。）

� 日平均排水量３０，０００

立方メートル以上のも

の

３０ ２０ ２０

� 日平均排水量３０，０００

立方メートル未満のも

の

５０ ２０ ２０

８８ パルプ製造業、洋

紙製造業又は板紙

製造業で板紙製造

工程に係るもの

� 日平均排水量３０，０００

立方メートル以上のも

の

４０ ４０ ４０

� 日平均排水量３０，０００

立方メートル未満のも

の

６０ ４０ ４０

８９ 機械すき和紙製造業 ６０ ６０ ６０ パルプ製造工程を有するものにあっては、化学的酸素要求

量�の欄の値は、７０とする。

９０ 手すき和紙製造業 ９０ ９０ ８０

９１ 塗工紙製造業 ２０ ２０ ２０

９２ 段ボール製造業 ４０ ４０ ４０

９３ 重包装紙袋製造業 ７０ ７０ ７０

９４ セロファン製造業 ４０ ４０ ４０

９５ 乾式法による繊維板製造業 ４０ ４０ ４０

９６ 繊維板製造業（前項に掲げるものを除く。） ８０ ８０ ６０

９７ パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業

（整理番号７６の項から前項までに掲げるもの

を除く。）

３０ ３０ ３０

１００ 印刷業（新聞その他の出版物を印刷するもの

を含む。）

５０ ５０ ５０

１０１ 製版業 ５０ ５０ ５０

１０２ 窒素質・りん酸質肥料製造業 ３０ ３０ ３０

１０３ 複合肥料製造業 ３０ ３０ ３０

１０４ 化学肥料製造業（前２項に掲げるものを除

く。）

３０ ３０ ３０

１０５ ソーダ工業 ２０ ２０ ２０

１０６ 電炉工業 ２０ ２０ ２０

１０７ 無機顔料製造業 ２０ ２０ ２０ 黄鉛製造工程を有するものにあっては、化学的酸素要求量

の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、６０、６０、５０とす

る。

１０８ 無機化学工業製品製造業（前３項に掲げるも

のを除く。）

２０ ２０ ２０ � 硫化鉄鉱を原料とする酸化鉄（顔料を除く。）製造工

程にあっては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ

同欄の順序に従い、７０、７０、６０とする。

� 希硫酸による二酸化硫黄の洗浄工程を有する硫酸製造

工程にあっては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞ

れ同欄の順序に従い、５０、５０、５０とする。

１０９ 石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物

製造工程に係るもの

６０ ６０ ４０ � 青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては、化学

的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、

２１０、２１０、１９０とする。

� 塩素化合物触媒を用いたアセトン又はアセトアルデヒ

ドの製造工程にあっては、化学的酸素要求量の欄の値

は、それぞれ同欄の順序に従い、１００、８０、８０とする。
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� エピクロルヒドリン製造工程にあっては、化学的酸素

要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、１４０、

１３０、１３０とする。

１１０ 石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合

成染料・有機顔料製造工程に係るもの

５０ ５０ ３０ 合成染料又は合成染料中間物の製造工程にあっては、化学

的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、

１９０、１９０、１８０とする。

１１１ 石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製

造工程に係るもの

３０ ２０ ２０ メチルメタクリレート樹脂又はアクリロニトリル・ブタジ

エン・スチレン共重合樹脂の製造工程にあっては、化学的

酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、７０、

７０、７０とする。

１１２ 石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工

程に係るもの

４０ ４０ ４０ � 乳化重合法による合成ゴム製造工程にあっては、化学

的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、

５０、５０、５０とする。

� クロロプレンゴム製造工程にあっては、化学的酸素要

求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、１３０、

１３０、１３０とする。

１１３ 石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製

品製造工程（脂肪族系中間物製造工程、環式

中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラ

スチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除

く。）に係るもの

５０ ５０ ５０ � 有機ゴム薬品製造工程にあっては、化学的酸素要求量

の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、２７０、２６０、

２６０とする。

� 有機農薬原体製造工程にあっては、化学的酸素要求量

の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、１８０、１８０、

１６０とする。

１１４ 石油化学系基礎製品製造業（整理番号１０９の

項から前項までに掲げるものを除く。）

６０ ４０ ４０

１１５ 脂肪族系中間物製造業 ６０ ６０ ５０ � 青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては、化学

的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、

２１０、２１０、１９０とする。

� 塩素化合物触媒を用いたアセトン又はアセトアルデヒ

ドの製造工程にあっては、化学的酸素要求量の欄の値

は、それぞれ同欄の順序に従い、１００、８０、８０とする。

� エピクロルヒドリン製造工程にあっては、化学的酸素

要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、１４０、

１３０、１３０とする。

１１６ メタン誘導品製造業 ３０ ３０ ２０

１１７ 発酵工業 １２０ １１０ １１０

１１８ コールタール製品製造業 １２０ １２０ １２０

１１９ 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業 ５０ ５０ ３０ 合成染料又は合成染料中間物の製造工程にあっては、化学

的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、

１９０、１９０、１９０とする。

１２０ プラスチック製造業 ３０ ２０ ２０ � メチルメタクリレート樹脂又はアクリロニトリル・ブ

タジエン・スチレン共重合樹脂の製造工程にあっては、

化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従

い、７０、５０、５０とする。

� 硝酸セルロース又は酢酸セルロースの製造工程にあっ

ては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順

序に従い、６０、６０、５０とする。

１２１ 合成ゴム製造業 ４０ ４０ ４０ � 乳化重合法による合成ゴム製造工程にあっては、化学

的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、

７０、７０、７０とする。
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� クロロプレンゴム製造工程にあっては、化学的酸素要

求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、１３０、

１３０、１３０とする。

１２２ 有機化学工業製品製造業（整理番号１０９の項

から前項までに掲げるものを除く。）

５０ ５０ ５０ � 有機ゴム薬品製造工程にあっては、化学的酸素要求量

の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、２８０、２７０、

２７０とする。

� 有機農薬原体製造工程にあっては、化学的酸素要求量

の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、１８０、１８０、

１６０とする。

１２３ レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨン

の製造に係るもの

５０ ３０ ２０

１２４ レーヨン・アセテート製造業のうちアセテー

トの製造に係るもの

３０ ３０ ３０

１２５ 合成繊維製造業 ３０ ２０ ２０ アクリル系繊維製造工程にあっては、化学的酸素要求量の

欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、６０、４０、３０とす

る。

１２６ 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業 ４０ ４０ ３０

１２７ 石けん・合成洗剤製造業 １０ １０ １０

１２８ 界面活性剤製造業（前項に掲げるものを除

く。）

４０ ４０ ４０

１２９ 塗料製造業 ４０ ４０ ４０

１３０ 印刷インキ製造業 ４０ ４０ ３０

１３１ 医薬品原薬・製剤製造業 ７０ ７０ ６０ 平成８年９月１日前の特定施設に係る量にあっては、化学

的酸素要求量�の欄の値は、７０とする。

１３２ 医薬品製剤製造業 ３０ ３０ ３０

１３３ 生物学的製剤製造業 ３０ ３０ ３０

１３４ 生薬・漢方製剤製造業 ２０ ２０ ２０

１３５ 動物用医薬品製造業 ６０ ６０ ５０

１３６ 火薬類製造業 ２０ ２０ ２０ 硝酸エステル又はニトロ化合物の製造工程にあっては、化

学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、

６０、６０、５０とする。

１３７ 農薬製造業 ３０ ３０ ２０

１３８ 合成香料製造業 １２０ １１０ １１０

１３９ 香料製造業（前項に掲げるものを除く。） ３０ ３０ ２０

１４０ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 ３０ ３０ ２０

１４２ ゼラチン・接着剤製造業（にかわ製造業を含

む。）

２０ ２０ ２０

１４３ 写真感光材料製造業 １０ １０ １０

１４４ 天然樹脂製品・木材化学製品製造業 ４０ ４０ ４０

１４５ イオン交換樹脂製造業 １７０ １７０ １３０

１４６ 化学工業（整理番号１０２の項から前項までに

掲げるものを除く。）

４０ ４０ ４０

１４７ 石油精製業 ２０ ２０ ２０ 潤滑油製造工程を有するものにあっては、化学的酸素要求

量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、３０、３０、３０と

する。

１４８ 潤滑油製造業（前項に掲げるものを除く。） ３０ ３０ ３０ 硫酸洗浄工程を有するものにあっては、化学的酸素要求量

の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、４０、４０、４０とす

る。
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１４９ コークス製造業 １８０ １８０ ９０

１５０ 石油コークス製造業 ７０ ７０ ５０

１５１ 自動車タイヤ・チューブ製造業 １０ １０ １０

１５２ ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程

に係るもの

６０ ４０ ４０

１５３ ゴム製品製造業（前２項に掲げるものを除

く。）

２０ ２０ ２０

１５４ なめし革製造業 １００ １００ １００

１５５ 毛皮製造業 ５０ ５０ ５０

１５６ 板ガラス製造業 １０ １０ １０

１５７ 板ガラス加工業 １０ １０ １０

１５８ ガラス製加工素材製造業 １０ １０ １０

１５９ ガラス容器製造業 １０ １０ １０

１６０ 理化学用・医療用ガラス器具製造業 １０ １０ １０

１６１ 卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業 １０ １０ １０

１６２ ガラス繊維（長繊維に限る。）・同製品製造

業

５０ ５０ ５０

１６３ ガラス繊維・同製品製造業（前項に掲げるも

のを除く。）

３０ ３０ ３０

１６４ ガラス・同製品製造業（整理番号１５６の項か

ら前項までに掲げるものを除く。）

１０ １０ １０

１６５ 生コンクリート製造業 １０ １０ １０

１６６ コンクリート製品製造業 １０ １０ １０

１６７ セメント製品製造業（前２項に掲げるものを

除く。）

１０ １０ １０

１６８ 黒鉛電極製造業 ２０ ２０ ２０

１６９ 砕石製造業 ２０ ２０ ２０

１７０ 鉱物・土石粉砕等処理業 ２０ ２０ ２０

１７２ うわ薬製造業 ２０ ２０ ２０

１７３ 高炉による製鉄業 １０ １０ １０ コークス炉を有するものにあっては、化学的酸素要求量の

欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、４０、３０、３０とす

る。

１７５ フェロアロイ製造業 ２０ ２０ ２０

１７６ 高炉によらない製鉄業（前項に掲げるものを

除く。）

１０ １０ １０

１７８ 製鋼・製鋼圧延業（転炉（単独転炉を含

む。）又は電気炉（単独電気炉を含む。）に

よるものに限る。）

２０ ２０ ２０

１７９ 熱間圧延業（整理番号１８２の項及び同１８３の項

に掲げるものを除く。）

２０ ２０ ２０

１８０ 冷間圧延業（整理番号１８２の項及び同１８３の項

に掲げるものを除く。）

２０ ２０ ２０

１８１ 冷間ロール成型形鋼製造業 ２０ ２０ ２０

１８２ 鋼管製造業 ２０ ２０ ２０

１８３ 伸鉄業 １０ １０ １０

１８４ 磨棒鋼製造業 １０ １０ １０
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１８５ 引抜鋼管製造業 １０ １０ １０

１８６ 伸線業 １０ １０ １０

１８７ ブリキ製造業 ２０ ２０ ２０

１８８ 亜鉛鉄板製造業 ２０ ２０ ２０

１８９ めっき鋼管製造業 ２０ ２０ ２０

１９０ めっき鉄鋼線製造業 ２０ ２０ ２０

１９１ 表面処理鋼材製造業（整理番号１８７の項から

前項までに掲げるものを除く。）

２０ １０ １０

１９２ 鍛鋼製造業 １０ １０ １０

１９３ 鍛工品製造業 １０ １０ １０

１９４ 鋳鋼製造業 １０ １０ １０

１９５
せん

銑鉄鋳物製造業（次項及び整理番号１９７の項

に掲げるものを除く。）

１０ １０ １０

１９６ 鋳鉄管製造業 １０ １０ １０

１９７ 可鍛鋳鉄製造業 １０ １０ １０

１９８ 鉄粉製造業 １０ １０ １０

１９９ 鉄鋼業（整理番号１７３の項から前項までに掲

げるものを除く。）

１０ １０ １０

２００ 非鉄金属製造業 １０ １０ １０

２０１ 電気めっき業 ４０ ４０ ４０

２０２ 金属製品製造業（前項に掲げるものを除

く。）

１０ １０ １０

２０３ 一般機械器具製造業 １０ １０ １０

２０４ 電子回路製造業 ２０ ２０ ２０

２０５ 電子部品・デバイス・電子回路製造業（前項

に掲げるものを除く。）、電気機械器具製造

業又は情報通信機械器具製造業

１０ １０ １０

２０６ 輸送用機械器具製造業 １０ １０ １０

２０７ 精密機械器具製造業 １０ １０ １０

２０８ ガス製造工場 ２０ ２０ ２０

２０９ 下水道業 ２０ ２０ ２０ 標準活性汚泥法その他これと同程度に下水を処理すること

ができる方法より高度に下水を処理することができる方法

により下水を処理するものにあっては、化学的酸素要求量

の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、１５、１５、１５とす

る。

２１０ 空瓶卸売業 ３０ ２０ ２０

２１１ 共同調理場（学校給食法（昭和２９年法律第

１６０号）第６条に規定する施設をいう。）

３０ ３０ ２０

２１２ 弁当仕出屋又は弁当製造業 ５０ ４０ ３０

２１３ 飲食店 ５０ ４０ ３０ 平成１８年２月１日以後に設置したし尿浄化槽を使用するも

のにあっては、化学的酸素要求量�及び�の欄の値は、３０

とする。

２１４ 宿泊業 ５０ ４０ ３０ 平成１８年２月１日以後に設置したし尿浄化槽を使用するも

のにあっては、化学的酸素要求量�及び�の欄の値は、３０

とする。

２１５ リネンサプライ業 ４０ ４０ ３０
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２１６ 洗濯業（前項に掲げるものを除く。） ４０ ４０ ３０

２１８ 写真業（写真現像・焼付業を含む。） ６０ ６０ ６０

２１９ 自動車整備業 ２０ ２０ ２０

２２０ 病院 ３０ ３０ ３０

２２１ し尿浄化槽（建築基準法施行令（昭和２５年政

令第３３８号）第３２条第１項の表に規定する算

定方法により算定した処理対象人員が５０１人

以上のものに限る。）

３０ ３０ ３０ 業種その他の区分の欄に規定する表に定める構造を有する

し尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法に

よりし尿を処理するものにあっては、化学的酸素要求量の

欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、２５、２５、２５とす

る。

２２２ し尿浄化槽（建築基準法施行令第３２条第１項

の表に規定する算定方法により算定した処理

対象人員が２０１人以上５００人以下のものに限

る。）

５０ ５０ ３０ � 昭和５５年７月建設省告示第１２９２号が適用される前のも

のにあっては、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ

同欄の順序に従い、７０、７０、４０とする。

� 平成１８年２月１日以後に設置したものにあっては、化

学的酸素要求量�及び�の欄の値は、３０とする。

２２３ し尿処理業（し尿浄化槽に係るものを除

く。）

４０ ３０ ２０ � 日平均排水量が３，０００立方メートル未満のもの（�に

掲げるものを除く。）にあっては、化学的酸素要求量�

の欄の値は、５０とする。

� 昭和６２年６月３０日以前に設置されたもの（�に掲げる

ものを除く。）にあっては、化学的酸素要求量�の欄の

値は、４０とする。

� 嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚

泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理す

ることができる方法によりし尿を処理するものにあって

は、化学的酸素要求量の欄の値は、それぞれ同欄の順序

に従い、２０、２０、１０とする。

２２４ ごみ処理業 ３０ ３０ ３０

２２５ 廃油処理業 ２０ ２０ ２０

２２６ 産業廃棄物処理業（前項に掲げるものを除

く。）

２０ ２０ ２０

２２７ 死亡獣畜取扱業 ４０ ４０ ４０

２２８ と畜場 ４０ ４０ ４０

２２９ 中央卸売市場 ２０ ２０ ２０

２３０ 地方卸売市場 ２０ ２０ ２０

２３１ 試験研究機関（水質汚濁防止法施行規則（昭

和４６年総理府・通商産業省令第２号）第１条

の２に掲げるものをいう。）

２０ ２０ ２０

２３２ 前各項に分類され

ないもの

� 金属鉱業に係るもの １０ １０ １０

� 衣類・その他の繊維

製品製造業に係るもの

３０ ３０ ３０

� 石こう製品製造業に

係るもの

１０ １０ １０

� 上水道業又は工業用

水道業に係るもの

１０ １０ １０

� 生活排水に係るもの

（日平均排水量４００立方

メートル以上のもの）

３０ ３０ ３０

� 生活排水に係るもの

（日平均排水量４００立方

メートル未満のもの）

５０ ５０ ４０
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別表第２（２関係）

� �から�までに分類

されないもの

１０ １０ １０

整

理

番

号

業種その他の区分

�
�
��

窒素含有量
�
�
�	

単位 １リットル

につきミリグラム 備 考

� 


２ 畜産農業 ６０ ６０

３ 天然ガス鉱業 ６０ ６０

４ 非金属鉱業 １５ １５

５ 部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業 ３０ １０

６ 乳製品製造業 ２０ １０

７ 畜産食料品製造業（前２項に掲げるものを除

く。）

３０ １０

８ 水産缶詰・瓶詰製造業 ２０ １０

９ 寒天製造業 ２０ １０

１０ 魚肉ハム・ソーセージ製造業 ２０ １０

１１ 水産練製品製造業（前項に掲げるものを除

く。）

４５ １０

１２ 冷凍水産物製造業 ４５ １０

１３ 冷凍水産食品製造業 ４５ １０

１４ 水産食料品製造業（整理番号８の項から前項

までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵

品製造業を含む。）

４５ １０

１５ 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 ２０ １０

１６ 野菜漬物製造業 ２０ １０

１７ 味そ製造業 ２０ １０

１８ しょう油・食用アミノ酸製造業 ４５ １０

１９ うま味調味料製造業 ２０ １０

２０ ソース製造業 ２０ １０

２１ 食酢製造業 ２０ １０

２２ 砂糖精製業 ２０ １０

２３ ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業 ２０ １０

２４ 小麦粉製造業 ２０ １０

２５ パン製造業 ２０ １０

２６ 生菓子製造業 ２０ １０

２７ ビスケット類・干菓子製造業 ２０ １０

２８ 米菓製造業 ２０ １０

２９ パン・菓子製造業（整理番号２５の項から前項

までに掲げるものを除く。）

２０ １０

３０ 植物油脂製造業 ２０ １０

３１ 動物油脂製造業 ２０ １０

３２ 食用油脂加工業 ２０ １０

３３ ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造

業

２０ １０
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３４ 穀類でんぷん製造業 ２０ １０

３５ 麺類製造業 ２０ １０

３７ 豆腐・油揚製造業 ３０ １０

３８ あん類製造業 ２０ １０

３９ 冷凍調理食品製造業 ３０ １０

４０
そう

惣菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの ２０ １０

４１ 清涼飲料製造業 ２０ １０

４２ 果実酒製造業 ２０ １０

４３ ビール製造業 ２０ １０

４４ 清酒製造業 ２０ １０

４５ 蒸留酒・混成酒製造業 ２０ １０

４６ インスタントコーヒー製造業 ２０ １０

４７ 配合飼料製造業 ２０ １０

４８ 単体飼料製造業 ２０ １０

４９ 有機質肥料製造業 ２０ １０

５０ たばこ製造業 ２０ １０

５１ 生糸製造業（副蚕糸精練業を含む。） ２０ １０

５５ 繊維工業（整理番号５１の項に掲げるもの及び

衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以

下この表において同じ。）で整毛工程に係る

もの

２０ １０

５７ 繊維工業で麻製繊工程に係るもの ２０ １０

５８ 繊維工業で毛織物機械染色整理工程（のり抜

き、精練漂白、シルケット加工その他の染色

整理工程に付帯して行われる加工処理工程

（以下この表において「染色整理工程付帯加

工処理工程」という。）を含む。）に係るも

の

２０ １０

５９ 繊維工業で織物機械染色整理工程（染色整理

工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの

（前項に掲げるものを除く。）

２５ １０
なつ

綿織物捺染工程にあっては、窒素含有量�の欄の値は、６０

とする。

６０ 繊維工業で織物手加工染色整理工程（染色整

理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るも

の

２５ １０

６１ 繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程（染色

整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係る

もの

２０ １０

６２ 繊維工業でニット・レース染色整理工程（染

色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係

るもの

２０ １０

６３ 繊維工業で繊維雑品染色整理工程（染色整理

工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの

２５ １０

６４ 繊維工業で不織布製造工程に係るもの ２０ １０

６５ 繊維工業でフェルト製造工程に係るもの ２０ １０

６６ 繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物

製造工程に係るもの

２０ １０
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６７ 繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るも

の

２０ １０

６８ 繊維工業（整理番号５５の項から前項までに掲

げるものを除く。）

２０ １０

６９ 一般製材業又は木材チップ製造業 ２０ １０

７１ 合板製造業（集成材製造業を含む。）又はパ

ーティクルボード製造業

２０ １０

７５ 木材薬品処理業 ２０ １０

７６ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

溶解パルプ製造工程に係るもの

２０ １０

７７ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

サルファイトパルプ製造工程に係るもの

２０ １０

７８ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

グランドパルプ製造工程、リファイナーグラ

ンドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパ

ルプ製造工程に係るもの

２０ １０

７９ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未

さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るも

の（次項に掲げるものを除く。）

２０ １０

８０ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

さらしケミグランドパルプ製造工程（前工程

の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含

む。）又はさらしセミケミカルパルプ製造工

程（前工程の未さらしセミケミカルパルプ製

造工程を含む。）に係るもの

２０ １０

８１ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの

（次項に掲げるものを除く。）

２０ １０

８２ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

さらしクラフトパルプ製造工程（前工程の未

さらしクラフトパルプ製造工程を含む。）に

係るもの

２０ １０

８３ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの

（次項に掲げるものを除く。）

２０ １０

８４ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパル

プ製造工程（前工程の離解工程を含む。）に

係るもの

２０ １０

８５ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ

製造工程に係るもの

２０ １０

８６ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

グランドパルプ、リファイナーグランドパル

プ又はサーモメカニカルパルプを主原料とす

る洋紙製造工程（前工程のグランドパルプ、

リファイナーグランドパルプ又はサーモメカ

ニカルパルプ製造工程を有するものに限

る。）に係るもの

２０ １０
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８７ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

洋紙製造工程に係るもの（前項に掲げるもの

を除く。）

２０ １０

８８ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

板紙製造工程に係るもの

２０ １０

８９ 機械すき和紙製造業 ２０ １０

９０ 手すき和紙製造業 ２０ １０

９１ 塗工紙製造業 ２０ １０

９２ 段ボール製造業 ２０ １０

９３ 重包装紙袋製造業 ２０ １０

９４ セロファン製造業 ２０ １０

９５ 乾式法による繊維板製造業 ２０ １０

９６ 繊維板製造業（前項に掲げるものを除く。） ２０ １０

９７ パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業

（整理番号７６の項から前項までに掲げるもの

を除く。）

２０ １０

１００ 印刷業（新聞その他の出版物を印刷するもの

を含む。）

２０ １０

１０１ 製版業 ２０ １０

１０２ 窒素質・りん酸質肥料製造業 １５ １０ � アンモニア製造工程にあっては、窒素含有量の欄の値

は、それぞれ同欄の順序に従い、４０、３０とする。

� アンモニア誘導品製造工程にあっては、窒素含有量の

欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、２００、２００とす

る。

� 尿素製造工程にあっては、窒素含有量の欄の値は、そ

れぞれ同欄の順序に従い、１，５００、１，１００とする。

１０３ 複合肥料製造業 １５ １０

１０４ 化学肥料製造業（前２項に掲げるものを除

く。）

１５ １０

１０５ ソーダ工業 １５ １０

１０６ 電炉工業 １５ １０

１０７ 無機顔料製造業 ５０ ４０

１０８ 無機化学工業製品製造業（前３項に掲げるも

のを除く。）

２０ １０ 窒素又はその化合物を含有する原料を使用する工程にあっ

ては、窒素含有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従

い、５０、４０とする。

１０９ 石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物

製造工程に係るもの

１５ １０ 窒素又はその化合物を原料として使用するものにあって

は、窒素含有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、

５０、４０とする。

１１０ 石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合

成染料・有機顔料製造工程に係るもの

１５ １０ 窒素又はその化合物を原料として使用するものにあって

は、窒素含有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、

６０、５０とする。

１１１ 石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製

造工程に係るもの

１５ １０

１１２ 石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工

程に係るもの

１５ １０ 窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するも

のにあっては、窒素含有量の欄の値は、それぞれ同欄の順

序に従い、５０、４０とする。
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１１３ 石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製

品製造工程（脂肪族系中間物製造工程、環式

中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラ

スチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除

く。）に係るもの

１５ １０ 窒素又はその化合物を原料として使用するものにあって

は、窒素含有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、

２０、１５とする。

１１４ 石油化学系基礎製品製造業（整理番号１０９の

項から前項までに掲げるものを除く。）

１５ １０

１１５ 脂肪族系中間物製造業 １５ １０ � 窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっ

ては、窒素含有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従

い、５０、４０とする。

� 青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては、窒素

含有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、５００、

５００とする。

１１６ メタン誘導品製造業 １５ １０

１１７ 発酵工業 １５ １０

１１８ コールタール製品製造業 ８００ ８００

１１９ 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業 １５ １０ 窒素又はその化合物を原料として使用するものにあって

は、窒素含有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、

６０、５０とする。

１２０ プラスチック製造業 １５ １０ 窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するも

のにあっては、窒素含有量の欄の値は、それぞれ同欄の順

序に従い、５０、４０とする。

１２１ 合成ゴム製造業 １５ １０ 窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するも

のにあっては、窒素含有量の欄の値は、それぞれ同欄の順

序に従い、５０、４０とする。

１２２ 有機化学工業製品製造業（整理番号１０９の項

から前項までに掲げるものを除く。）

１５ １０ � 窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっ

ては、窒素含有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従

い、２０、１５とする。

� イソシアヌル酸及びその誘導品製造工程にあっては、

窒素含有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、

２０、１５とする。

� メラミン製造工程にあっては、窒素含有量の欄の値

は、それぞれ同欄の順序に従い、８５０、８５０とする。

１２３ レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨン

の製造に係るもの

１５ １０

１２４ レーヨン・アセテート製造業のうちアセテー

トの製造に係るもの

１５ １０

１２５ 合成繊維製造業 １５ １０ 窒素又はその化合物を原料として使用するものにあって

は、窒素含有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、

５０、４０とする。

１２６ 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業 １５ １０

１２７ 石けん・合成洗剤製造業 １５ １０

１２８ 界面活性剤製造業（前項に掲げるものを除

く。）

１５ １０

１２９ 塗料製造業 １５ １０

１３０ 印刷インキ製造業 １５ １０

１３１ 医薬品原薬・製剤製造業 １５ １０ 医薬品原薬製造工程（窒素又はその化合物を原料として使

用するものに限る。）にあっては、窒素含有量の欄の値

は、それぞれ同欄の順序に従い、２５、２０とする。
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１３２ 医薬品製剤製造業 １５ １０

１３３ 生物学的製剤製造業 １５ １０

１３４ 生薬・漢方製剤製造業 １５ １０

１３５ 動物用医薬品製造業 １５ １０

１３６ 火薬類製造業 １５ １０

１３７ 農薬製造業 １５ １０

１３８ 合成香料製造業 １５ １０

１３９ 香料製造業（前項に掲げるものを除く。） １５ １０

１４０ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 １５ １０

１４２ ゼラチン・接着剤製造業（にかわ製造業を含

む。）

１５ １０

１４３ 写真感光材料製造業 １５ １０

１４４ 天然樹脂製品・木材化学製品製造業 １５ １０

１４５ イオン交換樹脂製造業 １５ １０

１４６ 化学工業（整理番号１０２の項から前項までに

掲げるものを除く。）

１５ １０

１４７ 石油精製業 ２０ １０

１４８ 潤滑油製造業（前項に掲げるものを除く。） ２０ １０

１４９ コークス製造業 ６００ ４００

１５０ 石油コークス製造業 ２０ １０

１５１ 自動車タイヤ・チューブ製造業 ２０ １０

１５２ ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程

に係るもの

２０ １０

１５３ ゴム製品製造業（前２項に掲げるものを除

く。）

２０ １０

１５４ なめし革製造業 ２０ １０

１５５ 毛皮製造業 ２０ １０

１５６ 板ガラス製造業 ２０ １０

１５７ 板ガラス加工業 ２０ １０

１５８ ガラス製加工素材製造業 ２０ １０

１５９ ガラス容器製造業 ２０ １０

１６０ 理化学用・医療用ガラス器具製造業 ２０ １０

１６１ 卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業 ２０ １０

１６２ ガラス繊維（長繊維に限る。）・同製品製造

業

２０ １０

１６３ ガラス繊維・同製品製造業（前項に掲げるも

のを除く。）

２０ １０

１６４ ガラス・同製品製造業（整理番号１５６の項か

ら前項までに掲げるものを除く。）

２０ １０

１６５ 生コンクリート製造業 ２０ １０

１６６ コンクリート製品製造業 ２０ １０

１６７ セメント製品製造業（前２項に掲げるものを

除く。）

２０ １０

１６８ 黒鉛電極製造業 ２０ １０

１６９ 砕石製造業 ２０ １０
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１７０ 鉱物・土石粉砕等処理業 ２０ １０

１７２ うわ薬製造業 ２０ １０

１７３ 高炉による製鉄業 １５ １０ � コークス製造工程にあっては、窒素含有量の欄の値

は、それぞれ同欄の順序に従い、６００、４００とする。

� ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、窒

素含有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、５５、

４０とする。

１７５ フェロアロイ製造業 １５ １０

１７６ 高炉によらない製鉄業（前項に掲げるものを

除く。）

１５ １０

１７８ 製鋼・製鋼圧延業（転炉（単独転炉を含

む。）又は電気炉（単独電気炉を含む。）に

よるものに限る。）

１５ １０ ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、窒素含

有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、５５、４０とす

る。

１７９ 熱間圧延業（整理番号１８２の項及び同１８３の項

に掲げるものを除く。）

１５ １０ ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、窒素含

有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、５５、４０とす

る。

１８０ 冷間圧延業（整理番号１８２の項及び同１８３の項

に掲げるものを除く。）

１５ １０ ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、窒素含

有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、５５、４０とす

る。

１８１ 冷間ロール成型形鋼製造業 １５ １０ ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、窒素含

有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、５５、４０とす

る。

１８２ 鋼管製造業 １５ １０ ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、窒素含

有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、５５、４０とす

る。

１８３ 伸鉄業 １５ １０ ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、窒素含

有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、５５、４０とす

る。

１８４ 磨棒鋼製造業 １５ １０ ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、窒素含

有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、５５、４０とす

る。

１８５ 引抜鋼管製造業 １５ １０ ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、窒素含

有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、５５、４０とす

る。

１８６ 伸線業 １５ １０ ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、窒素含

有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、５５、４０とす

る。

１８７ ブリキ製造業 １５ １０

１８８ 亜鉛鉄板製造業 １５ １０

１８９ めっき鋼管製造業 １５ １０

１９０ めっき鉄鋼線製造業 １５ １０

１９１ 表面処理鋼材製造業（整理番号１８７の項から

前項までに掲げるものを除く。）

３０ １０ ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、窒素含

有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、５５、４０とす

る。

１９２ 鍛鋼製造業 １５ １０

１９３ 鍛工品製造業 １５ １０

１９４ 鋳鋼製造業 １５ １０

１９５
せん

銑鉄鋳物製造業（次項及び整理番号１９７の項

に掲げるものを除く。）

１５ １０
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１９６ 鋳鉄管製造業 １５ １０

１９７ 可鍛鋳鉄製造業 １５ １０

１９８ 鉄粉製造業 １５ １０

１９９ 鉄鋼業（整理番号１７３の項から前項までに掲

げるものを除く。）

１５ １０ ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、窒素含

有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、５５、４０とす

る。

２００ 非鉄金属製造業 ２０ １０

２０１ 電気めっき業 ２０ １０ 窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに

あっては、窒素含有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に

従い、６０、５０とする。

２０２ 金属製品製造業（前項に掲げるものを除

く。）

２０ １０ � 溶融めっき工程（窒素又はその化合物による表面処理

施設を設置するものに限る。）にあっては、窒素含有量

の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、６０、５０とす

る。

� アルマイト加工工程（窒素又はその化合物による表面

処理施設を設置するものに限る。）にあっては、窒素含

有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、６０、５０と

する。

２０３ 一般機械器具製造業 ２０ １０

２０４ 電子回路製造業 ２０ １０

２０５ 電子部品・デバイス・電子回路製造業（前項

に掲げるものを除く。）、電気機械器具製造

業又は情報通信機械器具製造業

２０ １０ � 民生用電気機械器具製造工程（窒素又はその化合物に

よる表面処理施設を設置するものに限る。）にあって

は、窒素含有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従

い、３０、２０とする。

� 半導体素子製造工程にあっては、窒素含有量の欄の値

は、それぞれ同欄の順序に従い、３０、２０とする。

２０６ 輸送用機械器具製造業 ２０ １０ 自動車・同付属品製造工程（窒素又はその化合物による表

面処理施設を設置するものに限る。）にあっては、窒素含

有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、２５、２０とす

る。

２０７ 精密機械器具製造業 ２０ １０ 時計・同部分品製造工程（時計側を除く。）にあっては、

窒素含有量�の欄の値は、３０とする。

２０８ ガス製造工場 ２０ １０

２０９ 下水道業 ２５ １５ � 標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中の窒素を

除去できる方法より高度に下水中の窒素を除去できる方

法により下水を処理するもの（高濃度の窒素を含有する

汚水を多量に受け入れて処理するものを除く。）にあっ

ては、窒素含有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従

い、１０、１０とする。

� 高濃度の窒素を含有する汚水を多量に受け入れて処理

するものにあっては、窒素含有量の欄の値は、それぞれ

同欄の順序に従い、３０、２０とする。

２１０ 空瓶卸売業 ２５ １５

２１１ 共同調理場（学校給食法第６条に規定する施

設をいう。）

２５ １５

２１２ 弁当仕出屋又は弁当製造業 ２５ １５

２１３ 飲食店 ２５ １５

２１４ 宿泊業 ２５ １５

２１５ リネンサプライ業 ２５ １５
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２１６ 洗濯業（前項に掲げるものを除く。） ２５ １５

２１８ 写真業（写真現像・焼付業を含む。） ２５ １５

２１９ 自動車整備業 ２５ １５

２２０ 病院 ２５ １５

２２１ し尿浄化槽（建築基準法施行令第３２条第１項

の表に規定する算定方法により算定した処理

対象人員が５０１人以上のものに限る。）

３０ ２０ 業種その他の区分の欄に規定する表又は建築基準法施行令

第３２条第３項第２号に規定する技術上の基準を満たす構造

のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法

によりし尿を処理するものにあっては、窒素含有量の欄の

値は、それぞれ同欄の順序に従い、２５、１５とする。

２２２ し尿浄化槽（建築基準法施行令第３２条第１項

の表に規定する算定方法により算定した処理

対象人員が２０１人以上５００人以下のものに限

る。）

４０ ２０ 業種その他の区分の欄に規定する表又は建築基準法施行令

第３２条第３項第２号に規定する技術上の基準を満たす構造

のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法

によりし尿を処理するものにあっては、窒素含有量の欄の

値は、それぞれ同欄の順序に従い、２５、１５とする。

２２３ し尿処理業（し尿浄化槽に係るものを除

く。）

２５ １５ 嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法

に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理すること

ができる方法によりし尿を処理するものにあっては、窒素

含有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、２０、１０と

する。

２２４ ごみ処理業 ２５ １５

２２５ 廃油処理業 ２５ １５

２２６ 産業廃棄物処理業（前項に掲げるものを除

く。）

４０ ２０

２２７ 死亡獣畜取扱業 ２５ １５

２２８ と畜場 ２５ １５

２２９ 中央卸売市場 ２５ １５

２３０ 地方卸売市場 ２５ １５

２３１ 試験研究機関（水質汚濁防止法施行規則第１

条の２に掲げるものをいう。）

２５ １５

２３２ 前各項に分類され

ないもの

� 金属鉱業に係るもの １０ １０

� 衣類・その他の繊維

製品製造業に係るもの

２０ １０

� 石こう製品製造業に

係るもの

１０ １０

� 上水道業又は工業用

水道業に係るもの

１０ １０

� 生活排水に係るもの

（日平均排水量４００立方

メートル以上のもの）

３０ ２０

� 生活排水に係るもの

（日平均排水量４００立方

メートル未満のもの）

４０ ２０

� �から�までに分類

されないもの

１０ １０
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別表第３（３関係）

整

理

番

号

業種その他の区分

�
�
��

りん含有量
�
�
��

単位 １リットル

につきミリグラム 備 考

� �

２ 畜産農業 ８ ８

３ 天然ガス鉱業 ２ １

４ 非金属鉱業 １．５ １．５

５ 部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業 ４ １

６ 乳製品製造業 ５ １

７ 畜産食料品製造業（前２項に掲げるものを除

く。）

８ １

８ 水産缶詰・瓶詰製造業 ３ １．５

９ 寒天製造業 ３ １．５

１０ 魚肉ハム・ソーセージ製造業 ３ １．５

１１ 水産練製品製造業（前項に掲げるものを除

く。）

３ １．５

１２ 冷凍水産物製造業 ３ １．５

１３ 冷凍水産食品製造業 ４ １

１４ 水産食料品製造業（整理番号８の項から前項

までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵

品製造業を含む。）

４ １．５

１５ 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 ４ １．５

１６ 野菜漬物製造業 ３ １．５

１７ 味そ製造業 ４ １．５

１８ しょう油・食用アミノ酸製造業 ８ １．５

１９ うま味調味料製造業 ３ １．５

２０ ソース製造業 ３ １．５

２１ 食酢製造業 ３ １．５

２２ 砂糖精製業 ３ １．５

２３ ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業 ３ １．５

２４ 小麦粉製造業 ３ １．５

２５ パン製造業 ３ １．５

２６ 生菓子製造業 ６ １

２７ ビスケット類・干菓子製造業 ３ １．５

２８ 米菓製造業 ３ １．５

２９ パン・菓子製造業（整理番号２５の項から前項

までに掲げるものを除く。）

３ １．５

３０ 植物油脂製造業 ４ １．５

３１ 動物油脂製造業 ２ １

３２ 食用油脂加工業 ３ １．５

３３ ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造

業

３ １．５

３４ 穀類でんぷん製造業 ３ １．５

３５ 麺類製造業 ３ １．５
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３７ 豆腐・油揚製造業 ５ １

３８ あん類製造業 ５ １

３９ 冷凍調理食品製造業 ８ １

４０
そう

惣菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの ４ １．５

４１ 清涼飲料製造業 ３ １．５

４２ 果実酒製造業 ３ １．５

４３ ビール製造業 ３ １．５

４４ 清酒製造業 ３ １．５

４５ 蒸留酒・混成酒製造業 ３ １．５

４６ インスタントコーヒー製造業 ３ １．５

４７ 配合飼料製造業 ２ １

４８ 単体飼料製造業 ２ １

４９ 有機質肥料製造業 ２ １

５０ たばこ製造業 ２ １

５１ 生糸製造業（副蚕糸精練業を含む。） ２ １

５５ 繊維工業（整理番号５１の項に掲げるもの及び

衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以

下この表において同じ。）で整毛工程に係る

もの

２ １

５７ 繊維工業で麻製繊工程に係るもの ２ １

５８ 繊維工業で毛織物機械染色整理工程（のり抜

き、精練漂白、シルケット加工その他の染色

整理工程に付帯して行われる加工処理工程

（以下この表において「染色整理工程付帯加

工処理工程」という。）を含む。）に係るも

の

２ １

５９ 繊維工業で織物機械染色整理工程（染色整理

工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの

（前項に掲げるものを除く。）

５ １

６０ 繊維工業で織物手加工染色整理工程（染色整

理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るも

の

５ １

６１ 繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程（染色

整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係る

もの

５ １

６２ 繊維工業でニット・レース染色整理工程（染

色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係

るもの

２ １

６３ 繊維工業で繊維雑品染色整理工程（染色整理

工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの

５ １

６４ 繊維工業で不織布製造工程に係るもの ２ １

６５ 繊維工業でフェルト製造工程に係るもの ２ １

６６ 繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物

製造工程に係るもの

２ １

６７ 繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るも

の

２ １

６８ 繊維工業（整理番号５５の項から前項までに掲

げるものを除く。）

２ １
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６９ 一般製材業又は木材チップ製造業 ２ １

７１ 合板製造業（集成材製造業を含む。）又はパ

ーティクルボード製造業

２ １

７５ 木材薬品処理業 ２ １

７６ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

溶解パルプ製造工程に係るもの

２ １

７７ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

サルファイトパルプ製造工程に係るもの

２ １

７８ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

グランドパルプ製造工程、リファイナーグラ

ンドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパ

ルプ製造工程に係るもの

２ １

７９ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未

さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るも

の（次項に掲げるものを除く。）

２ １

８０ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

さらしケミグランドパルプ製造工程（前工程

の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含

む。）又はさらしセミケミカルパルプ製造工

程（前工程の未さらしセミケミカルパルプ製

造工程を含む。）に係るもの

２ １

８１ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの

（次項に掲げるものを除く。）

２ １

８２ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

さらしクラフトパルプ製造工程（前工程の未

さらしクラフトパルプ製造工程を含む。）に

係るもの

２ １

８３ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの

（次項に掲げるものを除く。）

２ １

８４ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパル

プ製造工程（前工程の離解工程を含む。）に

係るもの

２ １

８５ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ

製造工程に係るもの

２ １

８６ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

グランドパルプ、リファイナーグランドパル

プ又はサーモメカニカルパルプを主原料とす

る洋紙製造工程（前工程のグランドパルプ、

リファイナーグランドパルプ又はサーモメカ

ニカルパルプ製造工程を有するものに限

る。）に係るもの

２ １

８７ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

洋紙製造工程に係るもの（前項に掲げるもの

を除く。）

２ １
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８８ パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で

板紙製造工程に係るもの

２ １

８９ 機械すき和紙製造業 ２ １

９０ 手すき和紙製造業 ２ １

９１ 塗工紙製造業 ２ １

９２ 段ボール製造業 ２ １

９３ 重包装紙袋製造業 ２ １

９４ セロファン製造業 ２ １

９５ 乾式法による繊維板製造業 ２ １

９６ 繊維板製造業（前項に掲げるものを除く。） ２ １

９７ パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業

（整理番号７６の項から前項までに掲げるもの

を除く。）

２ １

１００ 印刷業（新聞その他の出版物を印刷するもの

を含む。）

２ １

１０１ 製版業 ２ １

１０２ 窒素質・りん酸質肥料製造業 ２ １

１０３ 複合肥料製造業 ２ １

１０４ 化学肥料製造業（前２項に掲げるものを除

く。）

２ １

１０５ ソーダ工業 ２ １

１０６ 電炉工業 ２ １

１０７ 無機顔料製造業 ２ １

１０８ 無機化学工業製品製造業（前３項に掲げるも

のを除く。）

２ １

１０９ 石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物

製造工程に係るもの

２ １ りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用す

るものにあっては、りん含有量の欄の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、６．５、４とする。

１１０ 石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合

成染料・有機顔料製造工程に係るもの

２ １ りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用す

るものにあっては、りん含有量の欄の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、６．５、４とする。

１１１ 石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製

造工程に係るもの

２ １

１１２ 石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工

程に係るもの

２ １

１１３ 石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製

品製造工程（脂肪族系中間物製造工程、環式

中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラ

スチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除

く。）に係るもの

２ １ りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用す

るものにあっては、りん含有量の欄の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、６．５、４とする。

１１４ 石油化学系基礎製品製造業（整理番号１０９の

項から前項までに掲げるものを除く。）

２ １

１１５ 脂肪族系中間物製造業 ２ １ りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用す

るものにあっては、りん含有量の欄の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、６．５、４とする。

１１６ メタン誘導品製造業 ２ １

１１７ 発酵工業 ２ １

愛 媛 県 報平成２４年２月２８日 第２３４６号

１４５



１１８ コールタール製品製造業 ２ １

１１９ 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業 ２ １ りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用す

るものにあっては、りん含有量の欄の値は、それぞれ同欄

の順序に従い、６．５、４とする。

１２０ プラスチック製造業 ２ １

１２１ 合成ゴム製造業 ２ １

１２２ 有機化学工業製品製造業（整理番号１０９の項

から前項までに掲げるものを除く。）

２ １

１２３ レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨン

の製造に係るもの

２ １

１２４ レーヨン・アセテート製造業のうちアセテー

トの製造に係るもの

２ １

１２５ 合成繊維製造業 ２ １

１２６ 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業 ２ １

１２７ 石けん・合成洗剤製造業 ２ １

１２８ 界面活性剤製造業（前項に掲げるものを除

く。）

２ １

１２９ 塗料製造業 ２ １

１３０ 印刷インキ製造業 ２ １

１３１ 医薬品原薬・製剤製造業 ２ １ 医薬品原薬製造工程（りん又はその化合物を原料として使

用するものに限る。）にあっては、りん含有量�の欄の値

は、４とする。

１３２ 医薬品製剤製造業 ２ １

１３３ 生物学的製剤製造業 ２ １

１３４ 生薬・漢方製剤製造業 ２ １

１３５ 動物用医薬品製造業 ２ １

１３６ 火薬類製造業 ２ １

１３７ 農薬製造業 ２ １

１３８ 合成香料製造業 ２ １

１３９ 香料製造業（前項に掲げるものを除く。） ２ １

１４０ 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 ２ １

１４２ ゼラチン・接着剤製造業（にかわ製造業を含

む。）

２ １

１４３ 写真感光材料製造業 ２ １

１４４ 天然樹脂製品・木材化学製品製造業 ２ １

１４５ イオン交換樹脂製造業 ２ １

１４６ 化学工業（整理番号１０２の項から前項までに

掲げるものを除く。）

２ １

１４７ 石油精製業 ２ １

１４８ 潤滑油製造業（前項に掲げるものを除く。） ２ １

１４９ コークス製造業 ２ １

１５０ 石油コークス製造業 ２ １

１５１ 自動車タイヤ・チューブ製造業 ２ １

１５２ ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程

に係るもの

２ １

１５３ ゴム製品製造業（前２項に掲げるものを除

く。）

２ １
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１５４ なめし革製造業 ２ １

１５５ 毛皮製造業 ２ １

１５６ 板ガラス製造業 ２ １

１５７ 板ガラス加工業 ２ １

１５８ ガラス製加工素材製造業 ２ １

１５９ ガラス容器製造業 ２ １

１６０ 理化学用・医療用ガラス器具製造業 ２ １

１６１ 卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業 ２ １

１６２ ガラス繊維（長繊維に限る。）・同製品製造

業

２ １

１６３ ガラス繊維・同製品製造業（前項に掲げるも

のを除く。）

２ １

１６４ ガラス・同製品製造業（整理番号１５６の項か

ら前項までに掲げるものを除く。）

２ １

１６５ 生コンクリート製造業 ２ １

１６６ コンクリート製品製造業 ２ １

１６７ セメント製品製造業（前２項に掲げるものを

除く。）

２ １

１６８ 黒鉛電極製造業 ２ １

１６９ 砕石製造業 ２ １

１７０ 鉱物・土石粉砕等処理業 ２ １

１７２ うわ薬製造業 ２ １

１７３ 高炉による製鉄業 ２ １

１７５ フェロアロイ製造業 ２ １

１７６ 高炉によらない製鉄業（前項に掲げるものを

除く。）

２ １

１７８ 製鋼・製鋼圧延業（転炉（単独転炉を含

む。）又は電気炉（単独電気炉を含む。）に

よるものに限る。）

２ １

１７９ 熱間圧延業（整理番号１８２の項及び同１８３の項

に掲げるものを除く。）

２ １

１８０ 冷間圧延業（整理番号１８２の項及び同１８３の項

に掲げるものを除く。）

２ １

１８１ 冷間ロール成型形鋼製造業 ２ １

１８２ 鋼管製造業 ２ １

１８３ 伸鉄業 ２ １

１８４ 磨棒鋼製造業 ２ １

１８５ 引抜鋼管製造業 ２ １

１８６ 伸線業 ２ １

１８７ ブリキ製造業 ２ １

１８８ 亜鉛鉄板製造業 ２ １

１８９ めっき鋼管製造業 ２ １

１９０ めっき鉄鋼線製造業 ２ １

１９１ 表面処理鋼材製造業（整理番号１８７の項から

前項までに掲げるものを除く。）

２ １

１９２ 鍛鋼製造業 ２ １

愛 媛 県 報平成２４年２月２８日 第２３４６号

１４７



１９３ 鍛工品製造業 ２ １

１９４ 鋳鋼製造業 ２ １

１９５
せん

銑鉄鋳物製造業（次項及び整理番号１９７の項

に掲げるものを除く。）

２ １

１９６ 鋳鉄管製造業 ２ １

１９７ 可鍛鋳鉄製造業 ２ １

１９８ 鉄粉製造業 ２ １

１９９ 鉄鋼業（整理番号１７３の項から前項までに掲

げるものを除く。）

２ １

２００ 非鉄金属製造業 ２ １

２０１ 電気めっき業 ２ １ りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに

あっては、りん含有量�の欄の値は、４とする。

２０２ 金属製品製造業（前項に掲げるものを除

く。）

２ １ � 溶融めっき工程（りん又はその化合物による表面処理

施設を設置するものに限る。）にあっては、りん含有量

�の欄の値は、４とする。

� アルマイト加工工程（りん又はその化合物による表面

処理施設を設置するものに限る。）にあっては、りん含

有量�の欄の値は、８とする。

２０３ 一般機械器具製造業 ２ １

２０４ 電子回路製造業 ２ １

２０５ 電子部品・デバイス・電子回路製造業（前項

に掲げるものを除く。）、電気機械器具製造

業又は情報通信機械器具製造業

２ １ 民生用電気機械器具製造工程（りん又はその化合物による

表面処理施設を設置するものに限る。）にあっては、りん

含有量�の欄の値は、６とする。

２０６ 輸送用機械器具製造業 ２ １ 自動車・同付属品製造工程（りん又はその化合物による表

面処理施設を設置するものに限る。）にあっては、りん含

有量�の欄の値は、４とする。

２０７ 精密機械器具製造業 ２ １

２０８ ガス製造工場 ２ １

２０９ 下水道業 ２ １．５ � 標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中のりんを

除去できる方法より高度に下水中のりんを除去できる方

法により下水を処理するもの（高濃度のりんを含有する

汚水を多量に受け入れて処理するものを除く。）にあっ

ては、りん含有量の欄の値は、それぞれ同欄の順序に従

い、１、１とする。

� 高濃度のりんを含有する汚水を多量に受け入れて処理

するもの（標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中

のりんを除去できる方法により下水を処理するものに限

る。）にあっては、りん含有量の欄の値は、それぞれ同

欄の順序に従い、３、２とする。

２１０ 空瓶卸売業 ４ ２

２１１ 共同調理場（学校給食法第６条に規定する施

設をいう。）

４ ２

２１２ 弁当仕出屋又は弁当製造業 ４ ２

２１３ 飲食店 ４ ２

２１４ 宿泊業 ４ ２

２１５ リネンサプライ業 ５ １

２１６ 洗濯業（前項に掲げるものを除く。） ５ １

２１８ 写真業（写真現像・焼付業を含む。） ４ ２
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２１９ 自動車整備業 ４ ２

２２０ 病院 ４ ２

２２１ し尿浄化槽（建築基準法施行令第３２条第１項

の表に規定する算定方法により算定した処理

対象人員が５０１人以上のものに限る。）

４ ２ 業種その他の区分の欄に規定する表又は建築基準法施行令

第３２条第３項第２号に規定する技術上の基準を満たす構造

のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法

によりし尿を処理するものにあっては、りん含有量の欄の

値は、それぞれ同欄の順序に従い、３、１とする。

２２２ し尿浄化槽（建築基準法施行令第３２条第１項

の表に規定する算定方法により算定した処理

対象人員が２０１人以上５００人以下のものに限

る。）

４ ２ 業種その他の区分の欄に規定する表又は建築基準法施行令

第３２条第３項第２号に規定する技術上の基準を満たす構造

のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法

によりし尿を処理するものにあっては、りん含有量の欄の

値は、それぞれ同欄の順序に従い、３、１とする。

２２３ し尿処理業（し尿浄化槽に係るものを除

く。）

３ １ 嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法

に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理すること

ができる方法によりし尿を処理するものにあっては、りん

含有量�の欄の値は、２とする。

２２４ ごみ処理業 ４ ２

２２５ 廃油処理業 ４ ２

２２６ 産業廃棄物処理業（前項に掲げるものを除

く。）

４ １

２２７ 死亡獣畜取扱業 ４ ２

２２８ と畜場 ４ ２

２２９ 中央卸売市場 ４ ２

２３０ 地方卸売市場 ４ ２

２３１ 試験研究機関（水質汚濁防止法施行規則第１

条の２に掲げるものをいう。）

４ ２

２３２ 前各項に分類され

ないもの

� 金属鉱業に係るもの １ １

� 衣類・その他の繊維

製品製造業に係るもの

５ １

� 石こう製品製造業に

係るもの

１ １

� 上水道業又は工業用

水道業に係るもの

１ １

� 生活排水に係るもの

（日平均排水量４００立方

メートル以上のもの）

５ ２

� 生活排水に係るもの

（日平均排水量４００立方

メートル未満のもの）

５ ２

� �から�までに分類

されないもの

１ １
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�愛媛県告示第２３９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２４０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定に

より、介護機関を次のように指定した。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２４１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同

法第４９条の規定により、施術機関を次のように指定した。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２４３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２４２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

しんぐう薬局
合同会社エン
ジェルファミリ
ー

四国中央市新宮町新宮５０ 平成２４年
１月１日

イオン薬局今治
店

イオンリテール
株式会社 今治市馬越町４－８－１ 平成２４年

１月１５日

クオール薬局今
治店

クオール株式会
社

今治市北宝来町２－２－
１

平成２４年
２月１日

介護機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

ユニット型地域
密着型介護老人
福祉施設うみか
ぜ

社会福祉法人三
恵会

新居浜市阿島一丁目７－
２０

平成２３年
１１月１日

施術機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

訪問療養マッサ
ージもみじ

株式会社２ＴＯ
Ｐ

今治市延喜甲２４４－１－
２０３号

平成２３年
１０月１日

白 石 鍼 灸 院 白 石 進 西条市三津屋７８－１３ 平成２４年
１月１日

たんぽぽ鍼灸院 三 谷 由紀子 四国中央市三島中央３－
４－２

平成２４年
１月４日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

兵 頭 内 科 医療法人社団兵
頭内科

伊予郡松前町大字筒井字
中須賀３３５番地

平成１９年
２月１９日

さくら歯科医院 長谷川 淳 伊予郡松前町大字大間１６５
番地

平成２１年
１０月１５日

なんかい歯科医
院 宮 田 大 司 伊予郡松前町大字大間１６５

番地
平成２３年
３月１日

中谷歯科医院 中 谷 正 今治市松本町三丁目５－
１１

平成２３年
１２月２１日

岸 本 医 院 岸 本 好 雄 東温市北方川上２２０７ 平成２３年
１２月２７日

しんぐう薬局 株式会社スエ
トップ 四国中央市新宮町新宮５０ 平成２３年

１２月３１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台二
丁目９番地 ニチイケアセンターしまなみ 今治市波止浜１１番２８号 平成２３年１２月１日

社会福祉法人三恵会 新居浜市西の土居町２－８－
１２

ユニット型短期入所生活介護
事業所うみかぜ 新居浜市阿島一丁目７－２０ 平成２４年１月１０日

社会福祉法人三恵会 新居浜市西の土居町２－８－
１２ グループホームかがやき 新居浜市阿島一丁目７－２０ 平成２４年１月１０日

株式会社スターライフ 今治市上徳一丁目７番３８号 デイサービス真 今治市上徳一丁目７番４０号 平成２４年１月１１日

医療法人弘仁会 西条市三津屋南９番１０ ショートステイたらちね 西条市三津屋南９番１０ 平成２４年１月１７日

西宇和農業協同組合 西予市三瓶町垣生字前新地丙
１１－１

ＪＡにしうわデイサービスセ
ンターだんだん三瓶

西予市三瓶町垣生字前新地１１
－１ 平成２４年１月１７日

��������������
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��������������
�愛媛県告示第２４４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������
�愛媛県告示第２４５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

有限会社ケア・サポート太陽 南宇和郡愛南町御荘平城１６２５
番地１ 太陽デイサービス 南宇和郡愛南町御荘平城４５７８

番地 平成２４年１月１８日

株式会社宮田建設 宇和島市朝日町四丁目３番２５
号

ホームヘルパーステーション
あおい 宇和島市伊吹町甲１２２６番地１ 平成２４年２月１日

株式会社宮田建設 宇和島市朝日町四丁目３番２５
号 あおいデイサービスセンター 宇和島市伊吹町甲１２２６番地１ 平成２４年２月１日

社会福祉法人愛美会 四国中央市上分町乙８番地２ ケアハウス虹の里 四国中央市上分町乙８－７３ 平成２４年２月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ケアサービスみどり 今治市八町西二丁目６番２１号 有限会社ケアサービスみどり 今治市八町西二丁目６番２１号 平成２３年１２月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人順天会 今治市北日吉町一丁目１０番５０
号

第一訪問看護ステーションか
とれあ 今治市北日吉町１－１９－１５ 平成２３年１０月１日

医療法人聖ルカ会 今治市別宮町３－７－８ 老人保健施設さくら苑 今治市別宮町３－７－１７ 平成２３年１１月１日

株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台二
丁目９番地 ニチイケアセンターしまなみ 今治市波止浜１１番２８号 平成２３年１２月１日

有限会社タカハシ 八幡浜市１５１０－５３ 有限会社タカハシ指定訪問介
護ステーションももたろう 八幡浜市１５１０－５３ 平成２４年１月１日

社会福祉法人三恵会 新居浜市西の土居町２－８－
１２

ユニット型短期入所生活介護
事業所うみかぜ 新居浜市阿島一丁目７－２０ 平成２４年１月１０日

社会福祉法人三恵会 新居浜市西の土居町２－８－
１２ グループホームかがやき 新居浜市阿島一丁目７－２０ 平成２４年１月１０日

株式会社スターライフ 今治市上徳一丁目７番３８号 デイサービス真 今治市上徳一丁目７番４０号 平成２４年１月１１日

医療法人弘仁会 西条市三津屋南９番１０ ショートステイたらちね 西条市三津屋南９番１０ 平成２４年１月１７日

西宇和農業協同組合 西予市三瓶町垣生字前新地丙
１１－１

ＪＡにしうわデイサービスセ
ンターだんだん三瓶

西予市三瓶町垣生字前新地１１
－１ 平成２４年１月１７日

有限会社ケア・サポート太陽 南宇和郡愛南町御荘平城１６２５
番地１ 太陽デイサービス 南宇和郡愛南町御荘平城４５７８

番地 平成２４年１月１８日

愛 媛 県 報平成２４年２月２８日 第２３４６号

１５１
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�愛媛県告示第２４６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の主たる事務所の所在地が次

のように変更された。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������
�愛媛県告示第２４７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������
�愛媛県告示第２４８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（特定福祉用具販売事業者）の特定福祉用具販売

事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

株式会社宮田建設 宇和島市朝日町四丁目３番２５
号

ホームヘルパーステーション
あおい 宇和島市伊吹町甲１２２６番地１ 平成２４年２月１日

株式会社宮田建設 宇和島市朝日町四丁目３番２５
号 あおいデイサービスセンター 宇和島市伊吹町甲１２２６番地１ 平成２４年２月１日

社会福祉法人愛美会 四国中央市上分町乙８番地２ ケアハウス虹の里 四国中央市上分町乙８－７３ 平成２４年２月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

ベストケア株式会社

（変更後）
松山市中村２丁目７番３３号

ベストケア・デイサービスセ
ンター松前

伊予郡松前町北黒田２４２番地
５号 平成２２年１月１日

（変更前）
松山市北条辻６１０－１５

ベストケア株式会社

（変更後）
松山市中村２丁目７番３３号

ベストケア・デイサービスセ
ンターいずみ 新居浜市星原町１２番４６号 平成２２年１月１日

（変更前）
松山市北条辻６１０－１５

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社テクノメディカル 今治市高市甲４１９番地１ テクノハート

（変更後）
今治市喜田村五丁目７番２７号

平成２３年１月２１日
（変更前）
今治市新谷甲７８７番地５

介 護 機 関 （ 特 定 福 祉
用 具 販 売 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特 定 福 祉 用 具 販 売 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社テクノメディカル 今治市高市甲４１９番地１ テクノハート

（変更後）
今治市喜田村五丁目７番２７号

平成２３年１月２１日
（変更前）
今治市新谷甲７８７番地５

愛 媛 県 報平成２４年２月２８日 第２３４６号

１５２



�愛媛県告示第２４９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の主たる事務所の所在地が次

のように変更された。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������
�愛媛県告示第２５０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������
�愛媛県告示第２５１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（特定介護予防福祉用具販売事業者）の特定介護

予防福祉用具販売事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������
�愛媛県告示第２５２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届け出があった。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

ベストケア株式会社

（変更後）
松山市中村２丁目７番３３号

ケアフィット松前 伊予郡松前町北黒田２４２番地
１号 平成２２年１月１日

（変更前）
松山市北条辻６１０－１５

ベストケア株式会社

（変更後）
松山市中村２丁目７番３３号

ベストケア・デイサービスセ
ンター松前

伊予郡松前町北黒田２４２番地
５号 平成２２年１月１日

（変更前）
松山市北条辻６１０－１５

ベストケア株式会社

（変更後）
松山市中村２丁目７番３３号

ベストケア・デイサービスセ
ンターいずみ 新居浜市星原町１２番４６号 平成２２年１月１日

（変更前）
松山市北条辻６１０－１５

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社テクノメディカル 今治市高市甲４１９番地１ テクノハート

（変更後）
今治市喜田村五丁目７番２７号

平成２３年１月２１日
（変更前）
今治市新谷甲７８７番地５

介 護 機 関 （ 特 定 介 護
予 防 福 祉 用 具 販 売
事 業 者 ） の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特定介護予防福祉用具販売事業を行う事業所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社テクノメディカル 今治市高市甲４１９番地１ テクノハート

（変更後）
今治市喜田村五丁目７番２７号

平成２３年１月２１日
（変更前）
今治市新谷甲７８７番地５

愛 媛 県 報平成２４年２月２８日 第２３４６号

１５３
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�愛媛県告示第２５３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������
�愛媛県告示第２５４号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定した。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������
�愛媛県告示第２５５号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サー

ビス事業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ふじ 新居浜市久保田町一丁目８番
１２号

デイサービスセンター「デイ
サン」

新居浜市久保田町一丁目８番
１２号 平成２３年１２月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ふじ 新居浜市久保田町一丁目８番
１２号

デイサービスセンター「デイ
サン」

新居浜市久保田町一丁目８番
１２号 平成２３年１２月１日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１３５１００６６ 株式会社ひふみ 伊予郡砥部町重光１５９
番地１ 宮 竹 勝 也 居宅介護 ひふみ訪問介護 伊予郡砥部町重光１５９

番地１
平成２４年
１月１６日

３８１３５１００６６ 株式会社ひふみ 伊予郡砥部町重光１５９
番地１ 宮 竹 勝 也 重度訪問介護 ひふみ訪問介護 伊予郡砥部町重光１５９

番地１
平成２４年
１月１６日

３８１３５１００６６ 株式会社ひふみ 伊予郡砥部町重光１５９
番地１ 宮 竹 勝 也 行動援護 ひふみ訪問介護 伊予郡砥部町重光１５９

番地１
平成２４年
１月１６日

３８１３５１００６６ 株式会社ひふみ 伊予郡砥部町重光１５９
番地１ 宮 竹 勝 也 同行援護 ひふみ訪問介護 伊予郡砥部町重光１５９

番地１
平成２４年
１月１６日

３８１０１００１７６ 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿
河台２丁目９ 齊 藤 正 俊 同行援護 ニチイケアセンターや

まごえ
松山市山越６丁目７－
２０

平成２４年
２月１日

３８１０１０１５０５ 特定非営利活動法人さ
なえ

松山市一番町１丁目１４
番地７ 小 川 純 人 就労継続支援

Ｂ型 さなえファーム一番町 松山市一番町１丁目９
－１５

平成２４年
２月１日

３８１０１０１５０５ 特定非営利活動法人さ
なえ

松山市一番町１丁目１４
番地７ 小 川 純 人 就労継続支援

Ｂ型 さなえファーム鷹子 松山市鷹子町１１４５番地
２

平成２４年
２月１日

３８１３４０００１１ 社会福祉法人久万高原
町社会福祉協議会

上浮穴郡久万高原町久
万４５番地２ 森 永 進 同行援護

久万高原町社会福祉協
議会指定障害者居宅介
護事業所

上浮穴郡久万高原町久
万４５番地２

平成２４年
２月１日

事業者番号

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者
指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日氏名又は名称 主たる事務所

の 所 在 地 代表者の氏名 名 称
所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８１０２００３２３ 合資会社らくらく
介護

今治市常盤町二丁
目７番地３ 眞 部 隆 文 居宅介護 らくらく 今治市矢田甲７７４

番地１
今治市常盤町二丁
目７番地３

平成２４年
１月１９日

３８１０２００３２３ 合資会社らくらく
介護

今治市常盤町二丁
目７番地３ 眞 部 隆 文 重度訪問介護 らくらく 今治市矢田甲７７４

番地１
今治市常盤町二丁
目７番地３

平成２４年
１月１９日

愛 媛 県 報平成２４年２月２８日 第２３４６号

１５４
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�愛媛県告示第２５６号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３２条第１項の規定により、次のとおり指定相談支援事業者を指定した。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２５７号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

松山市米野町乙１８４の１３から乙１８４の２９まで（以上１７筆国有林。）、

乙１７７の１１・乙１７７の１６から乙１７７の１８まで・乙１７８の２２から乙１７８

の２８まで・乙１８０の３３・乙１８０の４３・乙１８３の１・乙１８４の１（以上

１５筆について次の図に示す部分に限る。）、乙１７７の１から乙１７７

の１０まで、乙１７７の１２、乙１７７の１３、乙１７７の１５、乙１７７の１９から乙

１７７の２９まで、乙１７８の１から乙１７８の２１まで、乙１７８の２９から乙１７８

の５１まで、乙１７９の２から乙１７９の７１まで、乙１８０の２から乙１８０の

３２まで、乙１８０の３４から乙１８０の４２まで、乙１８０の４４から乙１８０の４６

まで、乙１８４の６から乙１８４の１２まで

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書

類を愛媛県庁及び松山市役所に備え置いて縦覧に供する。）

��������������
�愛媛県告示第２５８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項の規定に基づき、次のとおり建設業者の営業の停止を命じた。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

３８１０２００３２３ 合資会社らくらく
介護

今治市常盤町二丁
目７番地３ 眞 部 隆 文 同行援護 らくらく 今治市矢田甲７７４

番地１
今治市常盤町二丁
目７番地３

平成２４年
１月１９日

事業者番号
指 定 相 談 支 援 事 業 者 指 定 相 談 支 援 事 業 所

指 定
年 月 日

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８３１３００２７６ 特定非営利活動法人今人
倶楽部

四国中央市土居町小林１７８５
番地１ 鈴 木 太 権利擁護センターＰａｎ

ｄＡ－四
四国中央市三島宮川二丁
目２－６

平成２４年
２月１日

３８３１３００２８４ 社会福祉法人澄心 四国中央市豊岡町大町２００５
番の１ 武 村 志 延 四国中央市そうだんさぽ

ーとセンター
四国中央市三島宮川２－
４－２

平成２４年
２月１０日

許可番号 許 可
年 月 日

商 号 又
は 名 称 代表者氏名 主 た る 営 業 所

の 所 在 地
営業の停
止を命じ
た年月日

停 止 を 命 じ た
営 業 の 範 囲

営業の停止を
命じた期間

営業の停止を命ずる
原因となった 事 実

（特－１９）
第００１７８１号

平成１９年
８月２日

株式会社
中野工務
店

中野 博正 松山市河野中須賀
３１４番地の１

平成２４年
２月２２日

建設業の営業のうち、公共工事
に係るもの及び補助金等の交付
を受けている民間工事に係るも
の

注１ 「公共工事」とは、国、
地方公共団体、法人税法
（昭和４０年法律第３４号）別
表第１に掲げる公共法人
（地方公共団体を除く。）
又は建設業法施行規則（昭
和２４年建設省令第１４号）第
１８条に規定する法人が発注
者である建設工事及び民間
資金等の活用による公共施
設等の整備等の促進に関す
る法律（平成１１年法律第１１７
号）第２条第２項に規定す
る特定事業に係る建設工事
をいう。

２ 「民間工事」とは、公共
工事以外の建設工事をいう。

３ 「補助金等」とは、補助
金等に係る予算の執行の適
正化に関する法律（昭和３０
年法律第１７９号）第２条第
１項に規定する補助金等及
び同条第４項に規定する間
接補助金等並びに地方公共
団体の交付する給付金でこ
れらに類するものをいう。

平成２４年２月
２８日から
平成２５年２月
２７日まで
（３６６日間）

株式会社中野工務店の元
代表取締役等は、松山市
が発注する公共工事に関
して、元松山市職員に対
し、入札情報の提供の見
返りに現金を供与したこ
とで、地方公務員法違反
と贈賄の罪により、平成
２４年１月１６日に懲役８月
執行猶予３年の判決を受
け、同年１月３１日に刑が
確定した。
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�愛媛県告示第２５９号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３４条において準用する同法第

１２条第５項の規定に基づき、長浜港港湾施設の概要を次のとおり公

示する。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６０号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定によ

り告示する。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

種 類 位 置 数 量 及 び 能 力

護 岸
大洲市長浜甲１０１５番４の

地先
延長 １１４．００メートル

護 岸 同 上 延長 ６０．００メートル

護 岸 同 上 延長 ３０．００メートル

護 岸 同 上 延長 ２４．００メートル

護 岸 同 上 延長 １８．００メートル

物 揚 場 同 上
延長 ５０．００メートル

水深 １．８０メートル

物 揚 場 同 上
延長 ２４０．００メートル

水深 １．８０メートル

船 揚 場 同 上
延長 ５０．００メートル

水深 １．８０メートル

道 路 同 上
延長 ２４５．００メートル

幅員 ９．７５メートル

道 路 同 上
延長 ３４５．００メートル

幅員 ８．００～９．７５メートル

荷さばき地 同 上 面積 ５，６４７．００平方メートル

荷さばき地 同 上 面積 ９，１４８．００平方メートル

野 積 場 同 上 面積 ７５７．００平方メートル

野 積 場 同 上 面積 ７５８．００平方メートル

野 積 場 同 上 面積 ７５８．００平方メートル

野 積 場 同 上 面積 ７５９．００平方メートル

野 積 場 同 上 面積 ８０２．００平方メートル

野 積 場 同 上 面積 ８４０．００平方メートル

緑 地 同 上 面積 １９，９０２．００平方メートル

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

松第
７１号

松山市東石井六丁目１１番３２号 松田 ツル子 松山市東石井六丁目１１番３２号 平成２４年２月１５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９４号
西条市荒川字新田石乙９８番７から

同字乙９７番９まで

旧 １８．０～４５．５ ０．０９０

新 ３２．０～５１．５ ０．０９０

〃 〃 西条市中野字爪堀丙１１８番１６

旧 １０．５～１５．５ ０．０５２

新 １５．５～３１．０ ０．０５２

〃 〃
西条市中野字菖蒲谷丙８５番２４から

同字丙８１番８まで

旧 １５．５～３４．５ ０．１１５

新 １７．０～４８．０ ０．１１５
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�愛媛県告示第２６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２６５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２４年２月２８日

愛媛県東予地方局長 沖 哲 志

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２４年２月２１日

３ 指定道路の位置

四国中央市上柏町字松本４７８番１及び４７８番４の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３１．３７メートル

� 幅員 ６．００メートル

�愛媛県告示第２６６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２４年２月２８日

愛媛県東予地方局長 沖 哲 志

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２４年２月２１日

３ 指定道路の位置

四国中央市金生町下分字休場２２５７番の一部及び２２５７番地先水路

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３４．７６メートル

� 幅員 ４．００メートル

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９４号
西条市荒川字新田石乙９８番７から

同字乙９７番９まで
平成２４年２月２８日

〃 〃 西条市中野字爪堀丙１１８番１６ 平成２４年２月２８日

〃 〃
西条市中野字菖蒲谷丙８５番２４から

同字丙８１番８まで
平成２４年２月２８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 壬生川新居浜野田線 西条市船屋字楠ノ木谷乙４番７ 平成２４年２月２８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 壬生川新居浜野田線 西条市船屋字楠ノ木谷乙４番７

旧 ３７．０～４５．５ ０．０８９

新 ３７．０～９１．０ ０．０８９
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�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年２月１６日 特定非営利活動法人いよ環境セ
ンター 本 田 眞 一 伊予郡松前町中川原８１１番地の１ この法人は、地域住民に対して、生活環境の改

善及び福祉の増進に関する事業を行い、循環型
社会の創造と地域の発展を目指し、公益に寄与
することを目的とする。

平成２４年２月２８日 発行
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